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先

考
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回
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に
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し

そ

の
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前

に

捧

ぐ



そ
の
昔

、
　

及
び
所
謂
　

を
公
示
し
た

ユ
ス
チ

ニ
ァ
ー

ヌ
ス
帝
が
五
三
三
年

十

二
月
十
六

日
、
昂
然
と
し
て
右
の
如
く
誇
構
し
て
以
來
、
妓
に
時
を
験
す
る
こ
と
正
し
く
千
四
百
年
。
現
下
の
學

界

は
、
こ
の

ユ
ス
チ

ニ
ァ
ー

ヌ
ス
法
典
公
示
千
四
百
年
に
対
す

る
、
幾
多
の
紀
念
事
業

で
賑
は
さ
れ

て
ゐ
る
の
で
あ

る
o我

々
が
、

ユ
ス
チ

ニ
ァ
ー

ヌ
ス
帝
に
就

い
て
先
づ
第

一
に
想
起
す
る
は
.

實
に
そ
の
法
典
編
纂
事
業

に
外
な
ら

な

い
。
若
し
歴
史
家
に
し
て
、

ユ
ス
チ
ニ
ァ
ー

ヌ
ス
帝

を
叙
す
る
に
際
し
、
如
何
に
そ
の
戦
争

史
を
取
扱
ふ

こ
と
の

第

一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(
武
藤

)

(
第
五
巻

第

二
貌

三
)

三

 „O
m

ni igitur R
om

ani iuris dispositione com
posita et in tribus volum

inibus, id est institutionum
 

et digestorum
 seu pandectarum
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, perfecta et in tribus annis consum

m
ata, 
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第

一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(武
藤
)

(第
五
巻

第
二
號

四
)

四

詳
に
し
て
、
.
叉
如
何
に
そ
の
教
會
政
策
を
述
ぶ
る
こ
と

の
密
な
る
も
の
と
あ
釦
と
錐
も
、
翻

つ
て
そ
の
立
法
事
業
を

記
す
る

こ
と
疎
な
め
と
せ
ば
、
そ
は
全
然
無
価
値

な
も
の
と
爲
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
(
垂

)。
ユ
ス
チ

ニ

ァ
富
ヌ
ス
法
典
に
於

て
示
さ
れ
た
羅
馬
の
法
は
、
爾
來
歎
世
紀
を
輕
て
今

日
に
至
る
迄
で
、
終
始
秩
序
的
文
化
的
生

活

の
基
礎
を
爲
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ

つ
て
、

從

つ
て
ユ
ス
チ

ニ
ァ
ー

ヌ
ス
帝
が
、

満
幅

の
自
信
を
以

つ
て
、
「
菅

二

現
代

二
封

シ
テ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
現
在
及

ビ
將
來

ノ
各
時
代

二
封

シ
テ
最
善

ノ
法
律

ヲ
布

キ
」
た
る
旨
を
高
蠕
し
た
る

前

記
の
豫
言
は
、
断
じ
て
こ
れ
を
修
飾
誇
張

の
言
と
の
み
爲

す
こ
と
が
出
來
な

い
の
で
あ

る
。

こ
の

ユ
ス
チ

ニ
ア
ー
ヌ
ス

法
典
千
四
百
年
記
念

の
諸
事
業
は
、
昭
和
八
年
(
一
九
三
三
)
四
月
開
催
の
國
際
的
な
羅

馬
法
學
會

、
公
樗
し
て
И
ｰ
 
C
o
n
g
r
e
s
s
o
 
i
n
t
e
r
n
a
z
i
o
n
a
l
e
 
d
i
 
D
i
r
i
t
t
o
 
R
o
m
a
n
o
,
,

に
そ
の
止
あ
を
刺
す
。
本
會

は
、

伊
太
利
が

イ

ニ
シ
ア
チ
ヴ
を
執

う
、
同
國
學
士
院
援

助
、
羅
馬
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ

爾
大
學
登
起
の
下
に
開
か
れ
た
も
の

で
あ

つ
て
、
主
催
者
側

の
意
氣
込
み
が
如
何
に
異
常
な
も
の
で
あ

つ
た
か
は
、
本
會
が
、
逸
早
く
伊
太
利
國
王
を
最

高
賛
助
者
に
、
同
國
首
相
を
名
碁
総
裁
に
、
叉
文
相
法
相
以
下
ヴ
ァ
チ
カ
ー

ノ
市
代
表
者

一
名
を
も
加

へ
た
十
四
氏

を
名
誉

役
員
に
戴

い
た
事

(註
二
)
に
依

つ
て
も
察

せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
し
、
本
會
が
叉
如
何
に
大
が
か
ム
な
も
の
で

あ

つ
た
か
は
、
出
席
者
が

二
十
箇
國
百
五
十
名
に
及
び
、
法
律
學
者
は
固
よ
蚤
、
歴
史
家
、
考
古
學
者
、
言
語
學
者

等
を
網
羅

し
て
ゐ
た
事
に
依

つ
て
も
想
像
し
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。



た

鴇
本
大
會
に
対
す

る
、
多
歎

の
ア
メ
リ
カ
側

の
参
加
慮
諾
者
が
、
開
會
期
直
前
に
於
け
る
彼

の
地

の
突
駿
的
な

且
つ
遽
か
に
豫
断
を
許
さ
ざ
る
経
済

凝
動

の
爲
め
に
、
途
に
全
部
出
席
を
見
合

せ
る
に
至

つ
た
事
は
遺
憾

で
あ

つ
た

然

し
な
が
ら
、
他
面
、
獨
逸

側
か
ら
は
、
時
恰
も
ナ
チ
ス
党

綱
領

第
十
九
項
目

の
論
議
会

々
喧
し
く
、
縦
令

一
時
的
に
せ
よ
、
大
學
に
於
け
る
羅
馬
法
講
義
時

間
削
減
説
さ

へ
新
聞
紙
を
騒
が

せ
た
際
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
知
名

の
法
律
史
家
殆
と
全
部
が
、
こ
れ
に
め
げ
ず
、

過
去
藪
世
紀
來
の
、
燦
然
た
る
同
國
の
羅
馬
法
學
傳
統
を
提
げ
て
、
大
墨
し
て
來
會

せ
ら
れ
た
事
は
、
如
何
ば
か
ム

本
大
會

に
光
彩
を
添

へ
た
事

で
あ
ら
う
。

以
下
私
は
、
本

大
會

へ
の
出
席
者
た
り

し

一
員
と
し
て
、
簡
単

に
そ
の
概
況
を
述
べ
る
事
と
し
た

い
。

(
註

一
)

こ
の
意
味

に
於

い
て

の
、

一
般
歴

更
家
側

の
最
近

の
所
説

と
し
て

尚
ほ

、

フ
ガ

ン

・
イ

エ
リ

ン
ク

の
語

が

此
虎

に
想

起

せ
ら

れ

る
。

(
蝕

二
)

名
答
役

員

の
氏
名
は
次

の
如
く
で
あ

る
。

第

一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(武
藤
)

(第
五
巻

第
二
貌

五
)

孟

 «Program
m

 der nationalsozialistische deut-

sche A
rbeiterpartei,,

B
esprechung von W

. E
N

SSL
IN

 in „H
ist. Z

tschr.,, 150

(1934) 614-615.
C

fr. M
U

T
O

, L
a recezione e gli studi di D

iritto

R
om

anoin G
iappone in „ A

rch. G
iur„ 111 Fasc. 2 (1934) 4 estratto.

G
iovanni B

att. B
erardi (Podesta di B

ologna), Sen. Prof. E
m

ilio B
odrero (Presid. della C

onfederaz. N
azionale Profess-

ionisti e A
rtisti), Principe Francesco B

oncom
pagni L

udoyisi (G
overnatore di R

om
a), A

vv. Prof. G
aetano C

risostom
i 

M
arini (Segretario del Sind. N

az. A
vvocati), Sen. M

ariano D
V

 A
m

elio (Prim
o Presidente della C

assazione del R
egno),



第

一
画
國
際
羅
馬
法
學
會

(武

藤
)

(
第

五
巻

第
二
號

六
)

.
六

二

大
會
は
二
部

に
分
た
れ
た
。
第

一
部
は
ボ

ロ
ー
ニ
ャ
に
於

て
四
月
十
七
日
か
ら

二
十
日
迄
で
、
第

二
部
は
羅
馬
に

於

い
て
四
月
二
十
二
日
か
ら
二
十
七
日
迄
で
行
は
れ
た
の
で
あ

つ
た
。

而
し
て
主
催
者
側
が
、

こ
の
間
に
於

い
て
、
参
會
者
遠
來
の
労

を
槁
ふ
べ
く
、
非
常
な
配
慮
と
努

力
と
を
梯
は
れ

た
事
は
、
出
席
者

一
同
の
衷

心
威
侃
に
堪

へ
な

い
所

で
あ

つ
た
。
第

一
部

の
閉
會
式
に
於

い
て
、

フ
ァ
ン
・
オ
ー

フ
エ

ン
氏
が
、
來
會
者
を
代
表
し
て

主
催
者
側
に

謝
僻

を
呈
し
、
「
我

々
は
本
會
に
出
席
し
て
、
菅
に
羅
馬
法
そ
れ
自
體

に
就

い
て
の
み
な
ら
ず
、
凡
そ
學
會
な
る
も
の
は
、

こ
れ
を
如
何
や
う
に
催
う
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
と

い
ふ
事
に

就

い
て
も
、
充
分
良
く
學
ぶ
機
會
を
得
た
る
」
旨
を
述
べ
ら
れ
た
る
事
は
、
強
ち

一
片

の
僻
令

の
み
と
は
爲
し
得
な

Prof. Pietro D
e Francisci (M

inistro di G
razia  e G

iustizia), Prof. Francesco E
rcole (M

inistro  dell' E
duc. N

azionale), 

A
vv. G

ino G
asperini (Presidente della C

orte dei C
onti), Prof. A

lessandro G
higi (R

ettore della R
. U

niversith di B
ologna), 

Sen. Silvio L
onghi (Proc. G

en. alla C
assazione del R

egno), Il M
archese Sen. G

uglielm
o M

arconi (Presid. della R
. 

A
ccadem

ia d' Italia), Prof. A
lfredo R

occo (Pres. della C
om

m
. N

az. per la C
oop. Intel'. e R

ett. della R
. U

niv. di R
om

a), 

Prof. Santi R
om

ano (Presidente del C
onsiglio di Stato), Sen. G

aetano Scavonetti (A
vvocato generale dello Stato),



い
の
で
あ

る
(垂

)Q

即
ち
第

一
部

に
於

い
て
、
伊
國
皇
太
子
が
、
十
七
日
の
開
會
式
に
親
し
く
臨
場

せ
ら
れ
禿
の
み
な
ら
ず
、
式
終

つ

て
後
各
國
代
表
者
に
単
独

拝
謁
を
賜

ひ
し
は
眞
に
畏
き
極
み

で
あ
り
、
十
九
日
の
午
後
墾
會
者

一
同
が
、
相
共
に

ラ

ヴ
ェ
ン
ナ
を
訪
問
し
、
路
上
の
石
塁
を
叩
く
小
雨
を
冒
し
て
ダ

ン
テ
の
墓
に
花
環
を
捧
げ
、
ず

ン
・
ヴ
ィ
タ

言
レ
に

ユ
ス
チ

ニ
ァ
ー

ヌ
ス
帝
と
テ
オ
ド
ラ
妃
と
の
モ
ザ
イ
ッ
ク
を
嘆
賞
し
た
事
は
、
眞
に
戚
銘
深

い
極
み
で
あ

つ
π
。
荷

ほ
開
期
中
、
ボ

ロ
ー
ニ
ャ
大
學
は
、
大
學
所
藏

の
古
文
書

展
覧
會
を
、
叉
音
樂
院
は
演
奏
會
を
催
う
し
、
大
學
総
長

、

市
長
及
び
辯
護
士

協
會
は
、
皇
太
子
奉
迎
夜
會

の
外
各
種

の
招
待
會
を
催
う
す
所
が
あ

つ
た
。
美
し

い
柱
廊
を
廻
ら

し
た
ボ
ロ
ー
ニ
ャ

大
學

の
中
庭
や
、
市
鴎
の

一
壁
面
を
満
た
す
イ
ル
ネ

ー
リ
オ
の
大
書
幅
は
、
未
だ
に
忘
れ
ら
れ
な

い
思
ひ
出

で
あ

る
。

第
二
部

は
、
恰
も
羅
馬
建
國
祭
の

翌
二
十
ご
日
、

思

ひ
は
遠
き

カ
ン
ピ
ド
ー
リ
オ
に
於

い
て
、
(
國
王
、
羅
馬

不

在
に
就
き

)
伊
國
首
相
臨
席

の
下
に
、
第
三
回
内
國
羅
馬
學
會

大
會
と
共
同
し
て
開
會
式
を
行

つ
た
。
こ
の
席
に
於

い
て
、
内
外
の
賓
客
を
前
に
し
て
、
羅
馬
市
長
が
、

シ
ャ
ロ
ー
ヤ

先
生
に
対
す

る
「
名
春
羅
馬
市
民
」稽
號
授
與
式
を

行

つ
π
事
は
、
綾

こ
と
に
そ

の
所
を
得
禿
も
の
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
(註
二
)。
開
期
中
、
二
十
五

日
に
は
、
羅

馬
法
王
が
墾
會
者

一
同
を
ヴ
ァ
チ
カ

ー
ノ
宮
に
招
致
し
て
謁
を
賜

ひ
、
王
國
カ
サ
ナ
テ
ン
セ

圖
書
館

は
十
四
世
紀

の

第
一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(武
藤
)

(第
五
巻

第
二
號

七
)

七



第

一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(
武
藤

)

(
第

五
巻

第

二
號

八
)

八

古
文
書
展
覧
會
を
、
羅
馬
研
究
所
は
音
樂
演
奏
會
を
催
う
し
た
の
で
あ

つ
た
が

、
伊
太
利
政
府
、
文
部
大
臣
、
羅
馬

市
長
、
羅
馬
研
究
所
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
滲
會
者
の
爲
め
に
各
種
の
招
待
會
を
催
う
す
所
が
あ
つ
た
。
尚
ほ

一
同
は
、

二
十
四
日
午
後
に
は
羅
馬
近
郊

ヴ
ェ
ル
レ
ー
ト
リ
に
、
二
十
六
日
午
後
に
は
リ
ッ
ト
ー
リ
ァ
に
、
二
十
七
日
午
後
、

シ
ャ

ロ
ー
ヤ
先
生
に
対
す

る
「
名
碁
羅
馬
市
民
」
稔
號
授
與
祀
賀
式
後
に
は
ヴ
ィ

テ
ル
ポ
に
遠
足
を
爲

し
、
カ

ン
メ
貰

ニ
ャ
・
ロ
マ
ー
ナ
の
黄
昏
を
賞

で
つ
＼
古
蹟

を
探
う
、

フ
ァ
シ
ス
ト
政
府

の
新
施
設
を
見
學
し
た
事

で
あ

つ
た
。

若
し
そ
れ

二
十
八
、
二
十
九
雨
日
の
、
ナ
書
ポ
リ
、
カ
プ
リ
地
方
放
行
に
至

つ
て
は
、
そ
の
豊
富
な
史
蹟
と
絶
佳

の
風
色
と
は
、

マ
イ
ゥ

ー
り
氏

(

)
の
懇
切
な
る
案
内
と
流
麗
な
る
説
明
と
に
相
侯
ち
、

一
行

の
再
遊
の
情

を
そ

＼
ら
ず
ん
ば
止
懐
な
か
つ
た
。

世
界
各
國

の
斯
學
同
好

の
士
が
、
相
共
に
、
席
を
同
じ
う
し
行
を
共
に
し
て
敷
を
蓋
く
し
得
た
事
は
、
そ
の
事
自

禮
が
既
に
、
極
め
て
有
意
義
な
事

で
あ
つ
た
と
言

は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
私
自
身

と
し
て
も
、
嘗

て
各

地
に
於

い
て
辱
知

の
機
を
得
た
人
々
と
は
勿
論
、
未
知

の
諸
先
縦
と
も
本
大
會
に
於

い
て
邊
逓
す
る
事
を
得
、
喜
び

更
に
新
た
な
る
も

の
が
あ

つ
た
。

接
待
役
に
は
.

ポ

ロ
喜

ニ
ャ
に
於

い
て
は
ラ
イ
ク
ト

『
oま
窪

教
授
、

羅
馬
に

於

い
て
は
ア
ル

ペ
ル
タ
葺
リ
ォ

≧
σ
①
壁
「凶。
教
授
が
當
た
ら
れ
た
。
妓
に
爾
氏
の
當
時

の
厚
配
に
対
し

、
深
甚
な

る
謝
意
を
表
し
た

い
。

ボ

ン
ペ
ー
イ

登

掘

監

督



(
註

一
)

こ
の
外
、
來
賓
を
代
表

し
て
随
時

に
述

べ
ら
れ
た
挨
拶

は
、
何
れ
も
、

こ
の
主
催

者
側

の
鄭

重
な
慮
封
を
感

謝
し
な

い
も

の
と
て
は
無

か

つ
た
。
例

へ
ば
、
第

二
部
開
會
式

に
於

け
る

コ
シ
ャ
ケ

ル
教
授

、
閉
會

式

に
於
け
る
ウ
ヱ
ン
ゲ

ル
教
授

、
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
に
於
け

る
筆
者

の
挨
拶
等
。

(
註

二
)

卑
稿

、
「
羅

馬
市

民
」
ヴ
ィ
ッ
ト
ー
リ
オ

・
シ
ャ
ロ
ー
ヤ
、
國
家
學
會

雑
誌
四
八
(
昭
和

九
二

二
六
七
参
看
。

(
附
記
)

ジ
ッ
フ
ァ
ー

ル
、

コ
リ
ネ
爾
教
授

共
に
病
氣
不
滲

の
爲

め
、
結
局
巴
里
大
學
か
ら

の
唯

一
人

の
田
常
者

と
な
ら
れ
た
プ
リ

ニ
ォ
ー
A
n
d
r
e

F
l
i
n
i
a
u
x

教
授

が
、
例

の
如
く

、
は
ち
切
れ
ん
ば
か
り
の
元
氣

で
來
會

せ
ら
れ
、
先
生
.に
と

つ
て
は
未
だ
見
ぬ
憧

れ
の
羅
馬

に
在

つ
て
は
、
時
折

夫
人
と
共

に
会
場

を
逃
げ
出
し

て
は
古
蹟

巡
趨
を
爲
し
、
自
ら
を
F
l
i
e
g
e
n
d
e
 
F
r
a
n
z
O
s
e

と
呼
ん
で
皆

に
戯
れ
ら
れ
た
姿
な
ど
、
伺

ほ
昨
日

の
如
く
思

ひ
田

さ
れ
.る
。

私
は
嘗

て
昭
和
四
年

以
來

そ

の
知

遇
を
得
、
隊
洲

を
去

る
直
前
ま
で
暑
信
に
接
し
て
ゐ
た
。
然

る
に
私
が
蹄
朝

し
た
時

に
は
、
意
外

に
も
そ
の

計

報
(
昭
和
八
年
十

二
月
十

八
日
永
眠
)
が
机
上

に
待

つ
て
ゐ
る
駅
態

で
、
全
く
驚
愕

の
外
は
な
か

つ
た
。
さ
な
き
だ

に
此

の
方

面
で
手
不
足
な
巴

里
大
學
は
、
妓
に
尚
ほ

頗

る
器
秋

に
富
む
有
爲

の

一
ロ
マ
噛,
ス
ト
を
失

つ
た
の
で
あ
る
。
正

に
學
界

の

一
大
損
失
で
あ
る
。
氏

の
不
断

の
努
力
は

そ

の
論
稿

に
於

け
る
博
引
傍
謹

に
逡
憾
な
く
現
れ
、
氏

の
無
霊

の
精
力

は
、
巴
里
の
法
學
部

ア

ン
フ
ィ

テ
ア
ー

ト
ル
第

三
番

も
破
れ
ん
ば
か
り

の

大
聲
で
せ
ら
れ
る
講
義

が

こ
れ
を
謹

し
て
ゐ
た
。

我
々
が
寄
贈
を
受
け
た

"
L
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
a
n
t
i
q
u
e
s
 
a
n
t
e
r
i
e
u
r
s
 
A
 
l
a
 
f
o
n
d
a
t
i
b
n
 
d
e
 
R
o
m
e

(
1
9
3
3
)
が
氏

の
絶
稿

と
な

つ
た

の
で
あ

る
。

こ
の
機
會

に
、
特

に
先
生
に
就

い
て

一
筆

し
、
謹
ん
で
哀
悼

の
意

を
表
す

る
。

尚
ほ

伊
太
利
羅

馬
法
學
界

は
、
昭
和
九
年
五
月

二
十
二
日
、
同
じ
く
本
大
會

の
他

の
出
席
者

た
り
し
B
i
a
g
o
 
B
r
u
g
i

教
授

を
失

つ
た
。
享
年

七
十
九
歳
。
喬
に
パ
ー
ド
ヴ

ァ
大
學

に
講
じ

て
羅
馬
の
法
律
哲
學
及
び
私
法
に
就

き
幾
多

の
述
作
を
世
に
田
だ
さ
れ
た
が
、
停
年

退
職
後
は
ピ

ザ

大
學
に
迎

へ
ら
れ
て
民
法
を
講
じ
、
法
學
部

長
に
補

せ
ら
れ
、
兼
ね
て
上
院
議
員

で
あ
り
、
A
c
c
.
 
d
e
i
 
L
i
n
c
e
i

の
會
員

で
も
あ

つ
た
。
先
生

の

重
厚
な
然
し
人
懐

い
風
キ

に
は
最
早
接
せ
ら
れ
な

い
の
で
あ

る
。
先
生

の
學
問

に
就

い
て
は
こ
れ
を
他
日
に
譲

り
、
茲

に
は
・取
敢

へ
ず
敬
悼

の
意

を
表
す
る
に
止

め
た

い
。

第

一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(
武
藤

)

(
第
五
巻

第

二
號

.
九

)

.'
九



第

一
園
國
際
羅
馬
法
學
會

(武
藤
)

(
第
五
巻

第
二
號

一
〇
)

一
〇

大
會

に
於

け

る
各
種

研
究
報

告

の
全

文

は
、
今

日

に
於

い
て
は
殆

ど
全
部

主
催

者
側

の
手

に

纒

め
ら
れ

、

一
書

と

し

て
近

刊

の
運

び
に
至

つ
て

ゐ
る
。

現
に

"
A
t
t
i
 
d
e
l
 
C
o
n
g
r
e
s
s
o
 
I
n
t
e
r
n
a
z
i
o
n
a
l
e
 
d
i
 
D
i
r
i
t
t
o
 
R
o
m
a
n
o

な

る
題

下
に

、
校

正
を
終

へ
た
部

分

は

、
績

々
と
抜
刷

の
形
式

で
公
表

せ
ら

れ

つ
　

あ

る

の
で
あ

る
。

依

つ
て
私

は

、
各

報

告

の
詳

細

に
就

い
て
は
右
「
ア
ッ

チ
」
に
譲

ウ

、
此
　庭
に

は
大
禮

の
紹
介

を
爲

す
に

止

め
た

い
。

(
左
記

の
本

大
會

プ

ロ
グ
ラ

ム
中

に
は

、
報

告
者

鉄
席

の
爲

め

、
會

瘍

に
於

い
て
は
途

に
論

議

せ
ら
れ

ず

し

て
終

つ

た

題
目

も
あ

る
が

、
此

等

の
歓

席
者

の
報
告

も

、
開
會
當

時

螢
行

せ
ら
れ

た

"
S
u
n
t
i
 
d
e
l
l
e
 
R
e
l
a
z
i
o
n
i
�
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M
E
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.  , Som

m
es L
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om

m
entaires (I Ioo a 1250). 

FL
IN
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U

X
 A

. , Il m
anoscritto 141 della biblioteca m

unicipale d'A
vranches e i problem

i del-

    1' introduzione in Francia nel M
edio E

vo del testo delle leggi giustinianee. 

V
O

L
T

E
R

R
A

 E
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L
E

E
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. , R
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m
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D
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H
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 F. , Il diritto rom
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ain sur le droit civil roum
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O
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R
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A
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m
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M
U

T
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C
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L
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L
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N
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C

C
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anisti. 

B
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羅
馬

の
法
は
不
滅
の
モ

ニ
ュ
メ

ン
ト
で
あ
つ
て
、
そ
の
各
地
に
普
及
す
る
や
、
國
境

の
如
何

、
人
種
の
如
何
を
問

ふ
所
が
な
か

つ
た
。
更

大
會

第

一
部

に
於

い
て
取
扱
は
れ
た
所

の
も
の
は
、
ヱ
の
驚
異
す
べ
き

ユ
ス
チ
ニ

ア
ー

ヌ
ス
法
の
東
西
に
於
け
る

運
命

に
就

い
て

里
あ
つ
た
が
、
論
議
は
、
近
世
各
國
に
於
け
る
羅
馬
法
普
及
の
出
登
地
黙
を
劃
し
た
る
、

ポ

ロ
君

ニ

ャ
註
繹
學
者

の
諸
著
作
に
至

つ
て
愈

々
密
、
延

い
て
欧
洲
は
固
よ
う
、
ア
フ
リ
カ
、
ア
メ
リ
カ

、
印
度
及
び
極
東
の

各
地
に
於
け
る
羅
馬
法
繊
受

の
始
末
に
及
ん
だ
の
で
あ

つ
た
。

私
は
此
庭
に
、
,中
世
羅
馬
法
が
、
特
に
本
大
會
に
於

い
て
、
期

せ
ず
し
て
詳
論
せ
ら
れ
、
俄
か
に
學
界
全
般

の
注

第
一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(武
藤
)

(第
五
巻

第
二
號

=
ε

一
三

C
H

E
C

C
H

IN
I  A

.  , L
'ordinam

ento processuale rom
ano nell'alto M

edioevo. 

D
A

H
M

 G
. , D

er E
influss des rom

ischen R
echts auf das italienische Strafrecht des M

ittelalters. 

PL
A

N
IT

Z
 H

. , L
'esecuzione personale ne1 diritto m

edioevale italiano. 

C
H

IO
V

E
N

D
A

 G
. , Influenza delle idee rom

ane nei processi civili m
oderni. 

JO
L

O
W

IC
Z

 A
. F. , Proceedings in iure and apud iudicem

. 

R
A

B
E

L
 E

. , L
a recezione del diritto rom

ano in G
erm

ania. 

SA
C

H
E

R
S E

. , Il diritto rom
ano e la scuola storica del Savigny.



第

】
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(武
藤
)

(第
五
巻

第
二
號

一
四
)

一
四

目
を
惹

い
た
事
を

一
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
抑
も
羅
馬
法
の
、
世
界
各
地
に
普
及
す
る
に
至

つ
た
出
登
黙
が
、

專
ら
中
世
に
於
け
る
羅
馬
法
學
に
存
す
る
は
、
言
ふ
を
侯
た
な

い
所

で
あ

る
が
、
こ
の
點

に
關
聯
し
て
、
グ

ン
ツ
メ

ル
氏
が

、

コ
ル
プ
ス

・
ユ
リ
ス
を
初

め
て
統

一
的

一
髄
と
し
て
の
構
成
迄
で
に
高
め
た
る
黙
に
↓
ア
ッ
ク
ル
シ
ゥ
ス

の
グ

ロ
ッ
サ
の
価
値

を
見
出

さ
れ
た
事
は
、

メ
イ

エ
ル
ス
氏
が
、
中
世
に
於
け
る
各
種
の
羅
馬
法
文
獄
に
就

い
て
、

そ
の
該
博
な
る
智
識
を
傾
け
ら
れ
た
事
と
共
に
、
満
堂
の
覗
聴
を
緯
め
た
所

で
あ

つ
た
。
尚
ほ
叉
、

ト
レ
ル
リ
氏
は

本
大
會
に
於
け
る
、
氏
自
身

の
グ

ロ
ッ
サ
研
究
に
対
す

る
報
告
を
機
に
、

フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
爲
本
を
基
礎
と
し
、
他
に

百
四
十
二
の
寓
本
、
二
十
四
の
刊
本
を
参
照
し
て
、

ア
ッ
ク
ル

シ
ゥ

ス
の
イ
ン
ス
チ
ツ
チ
オ
ー
ネ

ス
に
対
す

る
グ

ロ

ッ
サ
の
、
冒
頭
十
二
頁
二
十
四
欄

の
覆
刻
を
企

て
、
題
し
て
C
o
l
l
e
g
i
u
m
 
A
c
c
u
r
s
i
a
n
i
 
A
p
p
a
r
a
t
u
s
 
1
 
e
d
i
t
i
o
n
i
 
p
r
o
-

v
e
h
e
n
d
a
e
 
h
o
c
 
g
l
o
s
s
a
e
 
a
d
 
I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
e
s
 
s
p
e
c
i
m
e
n
 
I
 
a
n
t
e
c
e
s
s
o
r
i
b
u
s
 
e
t
 
s
t
u
d
i
o
s
i
s
 
R
o
m
a
n
i
 
J
u
r
i
s
 
1
 
B
o
n
o
n
i
a
m

e
t
 
R
o
m
a
m
 
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
i
b
u
s
.
.

と
し
、
出
席
者

一
同
に

こ
れ
を

頒
つ
て
、
グ

ロ
ッ
サ
覆
刻
事
業
に
先
鞭
を
著
け
る

所
が
あ

つ
た
(註
一
)
。
此
の
種
の
覆
刻
事
業
は
、
實

は
刻
下
の
急
務
で
あ

る
。
從
つ
て
若
し
こ
の
難
事
業
が
、
將
來
に

於

い
て
グ

ロ
ッ
サ
全
部
に
及
ぶ
事
あ
う
と
せ
ぱ
、
學
界
を
稗
盆
す
る
。
そ
も
幾
干
で
あ
ら
う
そ
。

大
會
席
上

の
研
究
報
告
に
対
し

セ

は
、
各
報
告
者
に
三
十
分
を
割
當

て
、
研
究
者
自
身

の
登
言
を
初

め
の
二
十
分
と



し
、

こ
れ

に
対
す

る
討
講
(

)
に
残

り

の
十
分
が

與

へ
ら

れ

た
。
爲

さ
れ

た
報
告

は

一
と

し
て

興

昧
を

呼
ば

ざ

る
無

く

、
討

議

亦

た
極

め
て
活
澄

、

ラ

ル
ラ

オ

ー
ナ
教
授

の
報

告

を
挾

ん

で
、
中

世
羅

馬
法

の
現

代

的
意

義

に
対
す

る
、

リ
ッ

コ
ボ

貰
ノ
、

カ

ン
ト

ロ
ゥ
河
ッ

ツ
雨
教

授

の
見

解
が

相
樹

峙
す

る
に

及
び

、
遽

に
そ

の
頂

黙

に
達

し

た
観
が

あ

つ
た
。

我
が

國

に
於

け

る
羅

馬
法

の
縫

受

を
説
く

に
は

、
最
適

任
者

で
あ
ら

れ

る
富

井
政

章
先
生

が

御
都

合

上
御
出

席
な

く

、
嘗

て
最

近

五
十
年

に
於

け

る
近

代

日
本
法

の
進
化

を
説

か
れ

た
杉

山
直

治
郎

先
生

(註
二
)
の
御
出

席
が
期

待

せ

ら

れ

た
が

、
御

渡
欧
時

期

の
関
係

上

こ
れ

も
實

現
が

望
ま
れ

ず

、
結
局

私
が

、
右

プ

ロ
グ
ラ

ム
の
示
す
が

如
く

、

こ

れ

に
就

き
上

記

標
題

下
に

一
通

わ

の
報
告

を
爲

し

、
公
式
儀
體

に
於

い
て
我
が

國

に
振
わ
當

て
ら

れ
た

種

々
の
役
割

を

も
、
結
局

私

一
身

で
果

し
了

せ
た
(註
三
)。
私

の
報

告
が

、
早
急

の
問

に
準
備

せ
ら

れ

た
も

の

で
あ

る
に
拘
ら

ず

、

幸
に

し

て
大
方

の
納

る

＼
所

と
な

つ
た

の
は
、

せ

め
て
も

の
喜

び

で
あ

つ
た
(註
四
)。

(
註
一
)

本
書
は
、
和
蘭
手
漉
紙
を
用
ゐ
た
、
E
l
z
e
v
i
r

活
字
に
依
る
黒
赤
二
色
刷
の
豪
華
版
で
あ
つ
て
、
十
四
世
紀
の
金
泥
趣
彩
色
の
、・、
ニ
ア
チ

ュ
ー
ア
迄
で
も
そ
の
ま
エ
挿
入
し
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
爲
本
と
同

一
装
釘
の
下
に
、
伊
太
利
自
由
職
業
家
藝
術
家
総
聯
合
C
o
n
f
e
d
e
r
a
z
i
o
n
e

N
a
z
i
o
n
a
l
e
 
F
a
s
c
i
s
t
a
 
P
r
o
f
e
s
s
i
o
n
i
s
t
i
 
e
d
 
 
A
r
t
i
s
t
i
�

但

し
大

會

で

の
用

語

に
從

へ
ば

「.オ
ッ
セ

ル
ヴ

ァ
ッ
ィ
オ
ー

ネ

」



第

一
回
國
際
羅

馬
法
學
會

(
武
藤
)

,(
第

五
春

第

二
號

.

=

ハ
)

一
六

(
註

二
)
S
U
G
I
Y
A
M
A
,
 
L
'
e
v
o
l
u
t
i
o
n
 
 
g
e
n
e
r
a
l
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
j
a
p
o
n
a
i
s
 
m
o
d
e
r
n
e
 
(
1
8
6
9
-
1
9
1
9
)
 
d
a
n
s
�
 
L
e
s
 
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
u
 
D
r
o
i
t

d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
u
x
 
p
a
y
s
 
d
e
p
u
i
s
 
C
i
n
q
u
a
n
t
e
 
A
n
s
 
�
 
(
1
8
6
9
-
1
9
1
9
)
�
 
2
 
(
1
9
1
9
)
 
2
1
9
-
2
4
8
.
 
(
M
U
T
O
,
 
L
a
 
r
e
c
e
z
i
o
n
e
 
e
 
g
l
i
 
s
t
u
d
i
 
e
c
c
.

s
o
p
.
 
c
i
t
.
 
2
9
 
n
.
 
1

参

照

)
。

(讐

)

私
は
、
報
告

に
入

る
に
先
立
ち
、
先
づ
胃
頭

に
於

い
て
、
富
井
先
生

の
御
不
多
に
対
す

る
遣
憾

の
意
を
表

し
、
併

せ
て
先
生

よ
り
主
催
者

側
及
び
滲
會
者

一
同

に
対
す

る
御
傳
言
を
述

べ
た
事
で
あ

つ
た

。
尚
ほ

私
は
別

の
機
會

に
於

い
て
、
羅
馬
研
究
所

に
於
け

る
講
演

(
昭
和

八
年

五

月
十
日
)

に
當

り
、
次

の
如
く
遠

べ
る
所
が
あ

つ
た
。

S
o
n
o
 
m
o
l
t
o
 
s
p
i
a
c
e
n
t
e
 
t
h
e
 
e
g
l
i

黛

富
井
先
生
を
指
す
)
n
o
n
 
s
i
a
 
p
o
t
u
t
o
 
v
e
n
i
r
e
,
 
p
e
r
 
l
e
 
c
o
n
d
i
z
i
o
n
i
 
d
e
l
l
a
 
s
u
a
 
s
a
l
u
t
e
,
 
a
l
l
'
 
u
l
t
i
m
o

C
o
n
g
r
e
s
s
o
 
d
i
 
D
i
r
i
t
t
o
 
R
o
m
a
n
o
 
s
v
o
l
t
o
s
i
 
i
n
 
I
t
a
l
i
a
 
i
n
 
q
u
e
s
t
'
 
a
n
n
o
.
 
�
 
(
M
U
T
O
,
 
L
a
 
r
e
c
e
z
i
o
n
e
 
e
 
g
l
i
 
s
t
u
d
i
 
e
c
c
.
 
s
o
p
.
 
c
i
t
 
2
0
,
 
n
.
 
1
.
)

(註
四
)

從
來
こ
の
方
面
で
の
、
鰍
洲
語
に
依
る
丈
献
が
数
少
い
爲
め
に
、
私
の
大
會
席
上
に
於
け
る
報
告
は
多
少
注
目
せ
ら
れ
、
演
述
後
座
長
か

ら
の
挨
拶
に
次
ぎ
、
二
三
氏
の
批
評
乃
至
感
想
が
蓮
べ
ら
れ
た
。
尚
ほ
私
の
報
告
に
就
き
R
I
C
C
O
B
O
N
O
,
 
P
e
r
 
l
'
i
s
t
i
t
u
z
i
o
n
e
 
d
e
l
l
a
 
c
a
t
t
e
d
r
a

d
i
 
d
i
r
i
t
t
o
 
r
o
m
a
n
o
 
c
o
n
z
u
n
e
 
i
n
 
Б
r
c
h
.
 
G
i
u
r
.
,
,
 
1
1
0
 
F
a
s
c
.
 
2
 
(
1
9
3
3
)
 
4
 
e
s
t
r
a
t
t
o
.

参
撫
。

本

會
第

一
部

の
牧
穫

と

し

て
は
、

中

世
羅
馬

法

の
閾

明
を

以

つ
て
そ

の
首

位
に
押

す

。
(
ま

こ
と

に
開
會

地

ポ

ロ

壼

一一
ヤ
に
ふ

さ
は
し

い
結

果

と
言

は
な
け
れ

ば
な
ら

な

い
)。

而

し

て

こ
れ
を
契

機

と
し

て
、

新

に
欧

洲

大
學

に
於

・
い
て
、
羅
馬

普
通

法
講
座
新

設

の
講
が
叫

ば
れ

る
に
至

つ
た
事

は
、

大

い
に
注
目

に
値

す

る

(
註
)。
畢

覚
現
世
紀

に

入

つ
て
止

ん
だ
「
メ

ン
デ
ク

一グ
ン
」
講
義

の
復
活

で
は
あ

る
が

、

こ
の
「
バ

ン
デ

ク
テ

ン
」
を

、
歴

史

的
に
將

た
批
判

的
6

に
現
代
的
立
瘍

か
ら
見
直
さ
ん
と
す
る
所
に
、
新

し

い
意
義
が
置
か
れ
る
の
で
あ

る
。



(
註
)
R
I
C
C
O
B
O
N
O
,
 
P
e
r
 
 
l
'
i
s
t
i
t
u
z
i
o
n
e
 
d
e
l
l
a
 
c
a
t
t
e
d
r
a
 
d
i
 
d
i
r
i
t
t
o
 
r
o
m
a
n
o
 
c
o
m
u
n
e
.
 
L
e
t
t
e
r
a
 
a
p
e
r
t
a
 
a
l
 
P
r
o
f
.
 
G
.
 
d
e
l
 
V
e
c
c
h
i
o
,

P
r
e
s
i
d
e
 
d
e
l
l
a
 
F
a
c
o
l
t
a
 
d
i
 
G
i
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
z
a
 
d
e
l
l
a
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
 
d
i
 
R
o
m
a
 
i
n
 
Б
r
c
h
.
 
G
i
u
r
.
,
,
 
1
1
0
 
F
a
s
c
.
 
1
 
(
1
9
3
3
)
.

從
來

と
て
も
、

羅
馬
大
學

に
は
普
通
法

の
講
義

が
行
は
れ

て
ゐ
た
。

然
し
未
だ
講
座

と
は
な

つ
て
ゐ
な
か

つ
た
事

と
、

そ
の
講
義

の
現
歌

を
以

つ
て
し
て
は
到
底

満
足
し
得
ざ
る
事

と
が
、
新
た

に
こ
の
叫

び
を
起

さ
し

め
る
に
至

つ
た

の
で
あ
る
。
尚
ほ

本
稿

に
対
し

て
は
、
後

に
、

一
若
輩
が

こ
れ
を
駁
撃

し

て
ゐ
る
。
C
A
L
A
S
S
O
,
 
L
'
i
n
s
e
g
n
a
m
e
n
t
o
 
d
e
l
 
d
i
r
i
t
t
o
 
c
o
m
u
n
e
.
 
L
e
t
t
e
r
a
 
a
p
e
r
t
a
 
a
l
 
P
r
o
f
.
 
D
e
l
 
V
e
c
c
h
i
o
 
i
n
 
�
 
A
r
c
h
.
 
G
i
u
r
,
.
,
 
1
1
0

F
a
s
c
.
 
2
 
(
1
9
3
3
)
.

・

羅
馬
時

代

の
法
と
普
通
法
と
は
相
異

る
も

の
で
あ
る
と

い
ふ
極

め
て
明
白
な

る
事
實
を
提
げ

て
立
論
し
た
も
の
で
あ

つ
て
、

前
者

の
趣
旨
を
全
く
穿

き
違

へ
た
取
る
に
足
ら

ぬ
謬
論
で
あ
る
。
リ
ッ

コ
ボ

ー
ノ
教
授

は
、
私
信
を
以

つ
て
、
懇
切

に
後
進

の
非
を
識

さ
れ

た
筈

で
あ

る
。

第

二

部

(
羅

馬

)

開

期
-

四
月

二
十

二
日

及
至
同
月

二
十

七
日

開
會
式
-

四
月

二
十

二
日

カ
ン
ピ
ド
ー
リ
オ
に
於

い
て

閉
會
式
-

四
月

二
十

七
日
羅
馬
碗
究
所

に
於

い
て
墾
行

会
場

-
羅
馬
研
究
所
及
び
學
士
院

(
二
十
六
日

一
同
は

マ
ル

コ
ー

二
院
長

の
懇

ろ
な
挨
拶

に
迎

へ
ら
れ
た
)
。

一

座

長
ー

シ
ャ

ロ
ー
ヤ
、

リ
ッ

コ
ボ
ー
ノ
爾
氏
。

第

一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(
武
藤
)

(
第

五
巷

第

二
號

一
七
)

一
七



第
一
圃
國
際
羅
馬
法
墨
會

(武
藤
)

(第
五
巷

第
二
號

一
八
)

}
八

羅
馬
の
法
が
、
如
何
に
後

の
世
界
に
大
影
響
を
與

へ
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
本
大
會
第

一
部
が
、
如
實

に
展
開
し

た
所

で
あ

る
が
、
こ
の
羅
馬

の
大
法
律
組
織
自
體

に
就
き
、
そ
の
起
源
並
び
に
そ
の
鍵
遷
過
程
に
於
け
る
講
形
相
を

論
じ
た
も
の
が
、
即
ち

こ
の
第
二
部

で
あ
る
。

○

研

究

報

告

B
E

R
G

E
R

 A
., L

e X
II T

avole e la codificazione giustinianea. 

FU
N

A
IO

L
I G

,, O
sservazioni critiche sulla legge delle X

II T
avole III, 1-3. 

 K
U

B
L

E
R

 B
., Influsso della cultura greca sulla form

azione del diritto verso la fine della R
epubblica. 

ST
R

O
U

X
 J., G

riechische E
infliisse auf die E

ntw
icklung der rdm

ischen R
echtsw

issenschaft gegen 

     E
nde der republicanischen Z

eit. 

SE
N

N
 F., L

'influence grecque sur le droit rom
ain de la fin de la R

equblique: les principes du 

      droit. 

R
IC

C
O

B
O

N
O

 S., Il dogm
a della volonta nella evoluzione del diritto rom

ano. 

H
A

R
D

E
R

 R
., U

eber C
iceros R

echtsphilosophie. 

M
U

R
ISO

N
 A

. F., Il diritto nei poeti latini.



第

一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(
武
藤
)

(
第

五
巻

第

二
號

一
九
)

一
九

FR
A

N
K

E
L

 E
., L

ingua e stile nelle opere  dei giureconsulti e nelle fonti letterarie. 

D
E

V
O

T
O

 G
., Il vocabolario giuridico rom

ano. 

B
E

SE
L

E
R

 (V
O

N
) G

., Fides. 

D
I M

A
R

Z
O

 S., L
e fasi della giurisprudenza classica. 

FR
A

C
C

A
R

O
 P., Sui principii fondam

entali dell' organizzazione dello Stato rom
ano-italico. 

C
O

L
L

IN
E

T
 P., L

es relations entre 1' O
ccident et 1' O

rient dans la periode postclassique. 

R
IC

C
O

B
O

N
O

 S., L
a prassi nel periodo postclassico. 

B
O

R
T

O
L

U
C

C
I G

., O
riente e O

ccidente nello sviluppo del diritto rom
ano pregiustinianeo. 

      T
endenze e m

etodi. 

C
IA

PE
SSO

N
I P., R

egim
e postclassico di istituti fam

iliari in O
riente e O

ccidente. 

L
E

V
Y

 E
., Z

um
 W

esen des W
estrom

ischen V
ulgarrechts. 

SC
H

O
N

B
A

U
E

R
 E

., D
iritto im

periale, diritto popolare e diritto provinciale. 

R
A

B
E

L
 E

. e W
E

ISS E
., D

iritti ellenistici e diritto rom
ano. 

T
A

U
B

E
N

SC
H

L
A

G
 R

., D
er E

influss der Provinzialrechte auf das rom
ische Privatrecht. 

SA
N

 N
IC

O
L

O
 M

., Il problem
a degli influssi provinciali sul diritto bizantino.



SE
N

N
 

F., 
L

'influence 
du 

C
hristianism

e 
sur  la 

legislation 
civile 

rom
aine: 

la 
lecon 

du 
chretien 

sur 
les 

principes 
m

em
es 

du 
droit rom

ain. 

B
A

V
IE

R
A

 
G

., 
B

E
C

K
 

A
., 

R
IC

C
O

B
O

N
O

 
S., 

R
O

B
E

R
T

I 
M

., 
L

a 
codificazione giustinianea 

e 
it       

C
ristianesim

o. 

N
A

L
L

I 
N

O
 

C
. 

A
., 

C
onsiderazioni sui rapporti 

tra 
diritto rom

ano 
e diritto 

m
usulm

ano. 

SIB
E

R
 

H
., 

Problem
 

der voriustinianischen 
T

extveranderungen. 

A
L

B
E

R
T

A
R

IO
 

E
. 

e N
IE

D
E

R
M

A
Y

E
R

 
H

., 
G

losse 
e interpolazioni 

pregiustinianee. 

SC
H

U
L

Z
 

F., 
D

ie 
A

nordung 
nach M

assen 
als 

K
om

positionsprinzip 
antiker 

K
om

pilationen. 

PR
IN

G
SH

E
IM

 
F., 

D
ie 

E
nstehung 

des 
D

igesten-Planes 
and 

die 
R

echtsschulen. 

A
L

IV
ISA

T
O

S 
A

., 
L

a 
relation 

de 
la 

legislation 
ecclesiastique 

de 
Justinien 

avec 
les 

canons 

      
ecclesiastiques. 

M
A

N
C

A
L

E
O

N
I 

F., 
L

e 
interpolazioni. 

G
R

A
D

E
N

W
IT

Z
 

O
., 

R
ettungen 

Justinians 
? 

C
O

L
L

IN
E

T
 

P., U
n 

nuovo criterio 
per 

la ricerca 
delle 

interpolazioni 
del 

C
odice 

giustinianeo. 

G
U

A
R

N
E

R
I-C

IT
A

T
I 

A
. 

e M
E

SSIN
A

 
V

IT
R

A
N

O
 

F.; 
In 

m
ateria 

di 
interpolazioni.



A
R

N
O

 
C

., 
L

'actio 
in factum

 
accom

odata 
legi 

A
quiliae. 

G
IFFA

R
D

 
A

., 
L

'actio 
civilis 

incerti 
nella giurisprudenza 

classica. 

L
E

V
Y

-B
R

U
H

L
 

H
., 

Pom
ponius 

D
. 

49, 15,  5, 2 et 
la 

conception 
rom

aine 
de l'esclavage. 

H
A

Y
M

A
N

N
 

F., 
D

ie 
H

aftung 
des 

negotiorum
 

gestor 
w

egen 
V

erschuldens 
in 

klassischen 
and 

      
iustinianischen 

R
echt. 

D
U

L
L

 
R

., 
Z

ur 
B

edeutung 
der 

"poena 
cullei" 

in rdm
ischen 

Strafrecht. 

FR
E

SE
 

B
., 

O
brigkeitlicher 

and 
prozessualer 

Z
w

ang 
im

 rdm
ischen 

R
echt. 

SC
H

IL
L

E
R

 
A

., 
R

es 
m

obiles 
im

m
obiles 

and se 
m

oventes. 

T
A

Y
E

R
 

J. 
B

., 
E

rror 
in substantia 

in the 
Pandects. 

W
E

ST
R

U
P 

C
., Paulus 

ad 
Sabinum

 
D

. 
28, 2, 

II 
encore 

une fois. 

V
A

Z
N

Y
 

J., 
T

eoria 
bizantina 

della continuatio 
furti. 

K
O

SC
H

A
K

E
R

 
P., 

D
ie 

A
nfange 

des rdm
ischen 

E
rbrechts 

im
 L

ichte 
der R

echtsvergleichung
. 

C
A

R
U

SI 
E

., 
Il 

problem
a 

dei 
rapporti 

tra 
it 

diritto 
rom

ano 
e 1' O

riente. 

B
A

L
O

G
 

E
., 

D
er 

Z
ivilprozess 

unter 
Iustinian. 

B
IO

N
D

I 
B

., L
a 

procedura 
civile 

giustinianea.



第

一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(
武
藤
)

(
第
五
巻

第

二
魏

.

二
二
)

二

二

大
會
は
第
二
部

に
入

つ
て
愈

々
活
氣
を
呈
し
た
。
プ

ロ
グ
ラ

ム
は
右
の
如
く
豊
富
に
盛
ら
れ
、
報
告
者
も
聴
衆
も

時

の
足
ら
ざ
る
を

の
み
嘆
じ
た
の
で
、あ
つ
た
℃

即
ち
、
こ
の
第

二
部
に
於

い
て
取
扱
は
れ
た
主
要
題
目
は
、
十
二
表
法
、
共
和
政
末
期
に
於
け
る
希
腫
文
化

の
影

響
、

キ
ケ

ロ
と
法
、
法
學
者

の
用
語
と
文
膣
、
古
典
法
學

、
法
に
於
け
る
意
思
、
帝

國
の
法
、
希
臓
法
、
羅
馬

の
法

B
E

T
T

I E
., L

a funzione processuale  dei libelli conventionis e contradictionis. 

C
O

L
L

IN
E

T
 P., L

e azioni utili e le azioni in factum
 in relazione con la procedura giustinianea. 

G
R

A
N

IE
S PH

., D
ie Strafbestim

m
ungen der iustiniarischen K

irchengesetzgebung. 

W
E

N
G

E
R

 L
., E

inige B
em

erkungen zum
 iustinianischen Z

ivilprozesrechte. 

C
A

L
D

E
R

IN
I A

., C
ontributi della papirologia greca e rom

ana allo studio dei diritti antichi. 

D
E

 R
U

G
G

IE
R

O
 R

., Papirologia e diritto giustinianeo. 

A
R

A
N

G
IO

-R
U

IZ
• V

., I fram
m

enti gaiani recentem
ente scoperti. 

A
L

B
E

R
T

A
R

IO
 E

., C
onsiderazioni sulla E

pitom
e G

ai. 

PA
U

L
O

V
IC

S S., U
na legge di C

ostantino e L
icinio in una tavola di bronzo recentem

ente 

      scoperta.



と

ビ
ザ

ン
チ
ン
法
、
帝
國
の
法
に
及
ぼ
せ
る
地
方
慣
習
の
影
響

、
基
督
敏
と
羅
馬
法
、
デ
ィ
オ
ク

レ
チ
ア
ー
ヌ
ス

以

後
の
東
西
関
係

、
羅
馬
法
と
イ
ス
ラ

ム
法
、
後
期
古
典
時
代
に
於
け
る
實
際
裁
判

の
法
の
進
化
に
及
ぼ

せ
る
影
響
、

束
羅
馬
に
於
け

る
法
學
校
、

ユ
ス
チ

ニ
ア
ー
ヌ
ス

以
前
及
び

ユ
ス
チ

ニ
ァ
書
ヌ
ス
自
身

の
法
源
に
於
け
る
グ

ロ
ッ
サ

と
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
「
チ
オ
、
刑
法
と
訴
訟
法
、
私
法
と
公
法
、

メ
ピ
ル
ス
と
羅
馬
法
等

で
あ

つ
て
枚
墨
に
逞
な
く
、

且

つ
何
れ
も
、
學
界
現
下

の
活
濃
深
刻
な
る
論
孚
を
反
映

す
る
重
要
問
題
た
ら
ざ
る
は
無
か
つ
π
。

然
ら
ば
、
羅
馬
法
學
界

の
斯
く
も
股
賑
な
る
現
況
は
、
掬
も
如
何
な
る
原
動
力
に
基
き
、
叉
如
何
な
る
背
景
を
負

う
て
ゐ
る
も

の
で
あ
ら
う
か
。

'
些
か
説
明
を
要
す
る
。

抑
も
十
九
世
紀
に
至

る
迄

で
の
羅
馬
法
は
、
例

へ
ば
獨
逸

に
於
け
る
が
如
く
、
普
逓
法
と
し

て
、
廣
く
實
際
に
行

は
れ

て
ゐ
力
竜
の
で
あ

つ
た
。
從
つ
て
、
普
通
法
の

一
般
原
則
や
特
別
法
規
が
、
殆
ど
総
べ
て

ユ
ス
チ

ニ
ァ
ー
ヌ
ス

法
典
に
由
來
す
る
竜
の
で
あ
つ
π
以
上
、
當
時

の

ユ
メ
チ
ニ
ア
ー
ヌ
ス

法
典
に
対
す

る
研
究
が
、
勢

ひ
、
純
學
術
的

な
叉
批
判

的
な
立
瘍
か
ら
と
言
は
ん
よ
む
は
、
寧
ろ
、
何
よ
う
も
先
づ
第

一
に
、
法
典
と
し
て
の
實
際
上

の
役
割
に

第

一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(
武
藤
)

(
第

五
巻

第

二
號

二
三
)

二
三



第
一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(武
藤
)

(第
五
巻

第
二
號

4
二
四
)

二
四

資

せ
ん
が
爲

め
に
行
は
れ
た
事
は
、

亦
た
止
む
を

得
な
か
つ
た
所
で
あ
る
。
「
一
度
び
荷
ほ
有
効
と
認
め
ら
れ
た
法

規

に
就
き
、
こ
れ
を
批
判

す

る
は

一
般
的
に
適
當

で
な
く
、
こ
れ
に
基

い
て
語
る
べ
き

で
あ

る
」
(
グ
リ
ュ
ッ
ク
)
(註

一
)
と
し
、
「
何
が
事
物
の
性
質

(
N
a
t
u
r
 
d
e
r
 
 
D
i
n
g
e

)

に
、
取
引
の
需
要

(
B
e
d
u
r
f
n
i
s
 
d
e
s
 
V
e
r
k
e
h
r
s

)
に
適
鷹

す
る
も
の
で
あ
る
か
に
就

い
て
は
、
種
々
の
見
解
が
あ
り
得

る
。
然
し
問
題
と
な

る
の
は
、
我
々
が
そ
れ
に
就

い
て

考

へ
る
所

の
も
の
で
は
無
く
し
て
、
立
法
者
が
そ
れ
に
就

い
て
考

へ
た

所

の
も
の
で
あ
る
」

(
ウ
ィ

ン
ド

シ
ャ
イ
ド
)

(註
二
)
と
さ

へ
せ
ら
れ
た
の
が
、
當
時
の
實
相
で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。

然
し
乍
ら
、
獨
逸

を
最
後
と
し
て
、
諸
國
に
民
法
法
典
が
編
纂

せ
ら
る

＼
に
及
び
、

ユ
ス
チ

ニ
ア
ー
ヌ
ス

法
典
は

妓
に
そ
の
法
典
と
し
て
の
實
用
的
価
値

を
剥
奪
せ
ら
る
＼
に
至

つ
た
が
、
そ
の
半
面
に
於

い
て
は
、
却

つ
て
こ
れ
が

幸
し
て
、
同
法
典
は
、
批
判

的
に
將
た
歴
史
的
に
、
更
に
廣
汎
に
し
て
且
つ
深
刻
な
る
研
究

の
対
象

と
な
る
に
至

つ

た
。
換
言
す
れ
ば
、
羅
馬
法
學
傳
統
が
民
法
法
典
と
な
つ
て
凝
結

し
た
半
面
に
於

い
て
、
現
行
法
典
と
し
て
の
姪
楷

か
ら
逃
れ
た

ユ
ス
チ

ニ
ア
ー
ヌ
ス

法
典
自
禮
は
、
妓
に
全
く
、
自
由
な
る
新
探
究
に
身
を
曝
ら
す
事
と
な

つ
た

の
で

あ

る
。

斯
く
し
て
前
記
の
ウ
ィ
ン
ド

シ
ャ
イ
ド
氏
の
言

の
如
き
も
、
程
な
く

キ
ッ
プ
氏

の
抗
議
的
附
言
に
依
つ
て
補
足
せ
ら

れ
(註
三
)
、
筆
者
が
他

の
議
會
に
於

い
て
既
に
指
摘

し
た
が
や
う
に
、
斯
學
研
究

の
親
野
は
著
し
く
接
大
せ
ら
れ

て
、



廣
く
経
済

學

、
倫
理
學
、
言
語
學
、
考
古
學

、
メ
ピ
ル
ス
學
等
に
及
ぶ
事
と
な
う
、
や
が
て

氏
等
に
依
る
劃
時
代
的
な

業
績

は
、

績

々
と
世
に
出

で
＼
愈

々
転
換

期

の
羅
馬
法
學
を
煽
ウ
、
妓
に
初
め

て
純
學
術
上

の
問
題
と
し
て
、

ユ
ス
チ

ニ
ア
ー
ヌ
ス

法
典

の
内
容

と
性
質
と
が
決
定
せ
ら
れ
ん
と
す
る
に
至

つ
た

の

で
あ

つ
た
が
(註
四
)
、
端
な
く
も
其
処

に
學
界

の
重
大
論
孚
を
惹
起
し
、
以

つ
て
今

日
に
及
ぶ
事
と
な

つ
た
。
以
下
簡

単
に

こ
れ
を
概
観
し
た

い
。

(
註

一
)

(
註

二

)

(
謎

三

)

(
註
四
)

詳

し
く

は
鄙
稿
、
ボ

ン
フ
ァ

ン
テ
教
授

を
憶
ふ
、
「
法
學
志
林
』
二
六
(
昭
和
九

二

〇
九
〇
。

抑
も
十
九
世
紀
に
至
る
迄

で
、
人

々
は
、
数
世
紀
來

の
傳
統

に
依
う
、

ユ
ス
チ

ニ
ァ
ー
ヌ
ス
法
典
を
以

つ
て
、
羅

馬
人

の
天
才
に
依

つ
て
記
録
せ
ら
れ
た
r
a
t
i
o
　
s
c
r
i
p
t
a

と
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
後
世
に
傳

へ
た

ユ
ス
チ

ニ
ア
ー

ヌ

ス
帝

を
以

つ
て
、
青
史
に
見
る
最
大
の
立
法
者
で
あ
る
と
爲
し

て
、
毫
も
怪
し
む
所
が
無
か
つ
た
の
で
あ

つ
た
。

然
し
乍
ら

、
転
換

期
後
の
羅
馬
法
學
界
に
於

い
て
は
、
総
べ
て
此
等
が
問
題
と
せ
ら
る
＼
に
至

つ
た
の
で
あ
る
。

第

一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(
武
藤
)

(
第

五
巻

第

二
號

二
五
)

二
五
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第

一
回
國
際
羅

馬
法
學
會

(
武
藤
)

(
第
五
巷

第

二
聾

二
六
)

二
六

(
そ

の

一
)

　一
。

一
派

の
學
者
は
、
イ
ン
テ
ル
ボ
ラ
ー

チ
ォ
や

パ
ピ

ル
ス
の
研
究

よ
う
出
畿

し
、
途
に

ユ
ス
チ

ニ
ァ
ー
ヌ
ス
法

(
典
を
以

つ
て
、
純
然
た
る
羅
馬
的
法
典
に
は
非
ず
し
て
、
寧
ろ
東
方
的

ゼ
ザ

ン
チ

ン
的
法
典
な
う
と
し
、

コ
ン
ス
タ

ン
チ
ー
ヌ
ス
以
後
、
帝
國

の
東
部
に
於

い
て
、
東
方
的
希
臓
的
慣
行
が
羅
馬
傳
統
に
優
越
し
、
結
局
こ
れ
が
第
六
世

紀

の
立
法

の
上
に
塵
倒
的
影
響
を
及
ぼ
す
に
至

つ
π
と
爲
す

の
で
あ

る
。
法
典
中

の
各

フ
ラ
グ
メ

ン
ト
に
冠
ら
さ
れ

尤
羅
馬

の
法
學
者
の
名

は
、
彼
等
に
と

つ
て
は
最
早
や
意
味
無
き
装
飾
品
よ
う
出
つ
る
事
な
き
も

の
と
な

つ
π
。
彼

等
は
、

ユ
ス
チ

ニ
ァ
ー
ヌ
ス
に
依

つ
て
法
典
化
せ
ら
れ
、
下
つ
て
ポ

ロ
君

ニ
ャ
註
繹
學
涙
や
後
期
註
繹
學
涙
に
依

つ

て
再
組
成
再
齊
整

せ
ら
れ
尤
所

の
法
律
組
織
、
學
説
及
び
理
論
の
羅
馬
性
を
排
斥
し
、
却

つ
て
此
等
を
以

つ
て
、
寧

ろ
實
際
裁
判

に
現
れ
π
る
ビ
ザ

ン
チ
ン
要
素
、
及
び

ユ
ス
チ

ニ
ァ
罫
ヌ
ス
帝
に
先
立
つ
二
世
紀
以
降

の
ペ
リ
ッ
ス
法

學
校
に
依
る
法

の
再
精
錬
や
そ
の
學
読
に
基
く
も
の
と
爲
す

の
で
あ

る
。
そ
し
て
間
者
或

は
、
こ
の

一
涙

の
主
張

す

る
が
如
き

ユ
ス
チ

ニ
ァ
塗
ヌ
ス
法
典
に
於
け
る
ビ
ザ

ン
チ

ン
淵
源
に
就
き
、
帝
自
身
が
何
等
言
明
す
る
所
無

か
壷
し

を
指
摘
す
れ
ば
、
こ
の

一
派
は
、
こ
れ
に
答
ふ
る
に
帝
に
対
す

る
批
難
を
以
て
し
、
こ
の
事
實
を
言
明
せ
ず
し
て
、
あ
ら

ゆ
る
功
績
を
自

己

一
身
に
蹄
し
π
め
し
帝
を
以

つ
て
、
虚
榮
者
で
あ
う
備
着
者

で
あ
る
と
爲
す
の
で
あ
る
(註
一
)。



叫

ぱ

る

＼
「
ペ
リ

ツ

ス
と

ボ

7

ニ
ャ

」
な

る

モ
ッ

ト

婁
(
註
二
)
は

、
畢

覧

ボ

7

ニ
ャ
學

涙

に
依

る
研

究

の
基
礎

と
方
法
と
は
、
羅
馬
に
は
蓮
ぜ
ず

し
て
、
却

つ
て
ペ
リ
ツ
ス
と
結
合
す
る
旨
を
揚
言

せ
る
も
の
に
外
な
ら
な

い
の
で

あ

る
。

二
。
尚
ほ

學
者

の
中
に
は
、
右
と
は
稽
々
異

つ
て
、
羅
馬
法
の
榮
碁
を
、
羅
馬
と

ピ
ザ

ン
チ
ウ

ム
、
即
ち
羅
馬

の

(
法
學
者
と

ゼ
ザ

ン
チ

ン
法
學
者
と
に
爾
分
し
、
後
者
は
縦
令
多
く
無
名
に
絡

つ
た
と
は
言

へ
、
優
に
羅
馬
の
大
法
學

者
に
拮
抗
し
得
た
と
爲
す
も
の
が
あ
る
。

三
。
然

し
乍
ら
、
謂
ふ
所
の
、

ユ
ス
チ

ニ
ア
ー
ヌ
ス

法
典
中
に
於
け
る
、
羅
馬
の
法
學
者

の
説
く
法
律
組
織
と

ビ

(
ザ

ン
チ
ン
法
學
者
の
説
く
法
律
組
織
と
の
問

の
深
刻
な
る
対
照

は
、
こ
れ
を
歴
史
的
に
説
明
す
る
こ
と
困
難
な
る
所

よ
う
、
妓
に
更
に
新
説
を
生
じ
、
所
謂

こ
の
爾
法
律
組
織

は
、
嚴
格
な
る
ク
ヰ
リ
チ
ウ

ム
社
會
の
、
総
べ
て
の
法
律

的

、
社
會
的
、
家
族
的
諸
制
度
が

、
東
方
的
影
響

の
下
に
決
定
的
に
崩
潰

し
た
る
、
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
 
A
n
t
o
n
i
n
i
a
n
a

殊

に

コ
ン
ス
タ
ン
チ
ー
ヌ
ス

時
代
直
後
に
於

い
て
、
急
激
に
交
替
が
行
は
れ
た
と
せ
ら
る
＼
に
至

つ
た
。
羅
馬
法
律
史

上

の
時
代
的
区
分
を
、
二
五
〇
年
頃
を
境
界
と
し
て
た
だ
二
つ
と
し
、
そ
の
第

一
を
羅
馬
時
代
p
e
r
i
o
d
o
 
r
o
m
a
n
o

と
し
て
、
そ
の
第
二
を
羅
馬
1
・希
臓
時
代

も
p
e
r
i
o
d
o
 
r
o
m
a
n
o
-
e
l
l
e
n
i
c
o

と
と
爲
す
の
説
は
絃
に
生
れ
る
の
で
あ
る
(註

三
)。

第

一
回
國
際
羅

馬
法
學
會

(
武
藤

)

(
第

五
巷

第

二
聾

二
七
)

二
七



第

一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(
武
藤

)

(
第
五
巻

第

二
號

二
八
)

二
八

　

　

但
し
右

二
及

ひ
三
に
於

い
て
も
、
羅
馬

の
法
學
者
に
拮
抗
す
る
ビ
ザ

ン
チ
ン
法
學
者
が

、
叉
羅
馬
時
代
に
対
す

る

く

く

羅
馬
-
希
臓
時
代
が
、

ユ
ス
チ
ニ
ァ
ー

ヌ
ス
法
典

の
内
容
を
決
定

し
泥
と
爲

さ
れ

る
の
は
同

一
で
あ
る
。

(
そ

の

二
)

　一
。
私

は
以
上
、
現
世
紀
に
入
る
と
共
に
全
く
自
由
な
新
探
究

の
対
象

と
な
つ
π

ユ
ス
チ

ニ
ア
ー
ヌ
ス

法
典
に
封

く
し
て
、

ゼ
ザ

ン
チ
ン
性

の
歴
印
を
敢
行
せ
る
、
所
謂

ビ
ザ

ン
チ

ニ
ス
ト
の
諸
説
を
紹
介
し
た
。
此
等

の
人
々
が

ユ
ス

チ

ニ
ア
ー
ヌ
ス

法
典

の
法
文
を
分
析
す
る
や
極
め
て
密

で
あ

る
。
然

し
乍
ら
、
こ
れ
に
封
峙
す
る
他

の
人

々
に
言

は

し
む
れ
ば
、
そ

の
覗
界
は
遺
憾
な
が
ら
尚
ほ
甚
だ
狡
駐
で
あ

つ
て
、
そ
れ
は
、
前
記
の
羅
馬
法
律
史
上
の
時
代
的
匿

分
に
於
け
る
二
分
説
に
至

つ
て
、
全
く
そ
の
破
綻
を
暴
露
す
る
に
至

つ
π
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然

う
。
此

の
二

分
読
に
於

い
て
は
、

コ
ン
ス
タ
ン
チ
ー

ヌ
ス
時
代
の
社
会

の
大
凝
動

の
み
が
眺
め
ら
れ
て
、
そ
れ
以
前
の
社
会

の
観

察
が
全
く
怠
ら
れ

て
ゐ
る
の
で
は
な

い
か
。
彼
等
は
、
共
和
政
末
期
か
ら
帝
政
初
期
に
か
け
て
の
、
羅
馬

の
精
神

的

社
会

的
、
経
済

的
、
政
治
的

、
家
族
的
縫
動
に
件

つ
尤
顯
著
な

る
法
の
局
面
転
換

を
、
全
く
看
過
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
局
面
転
換

に
就

い
て
は
、
今
妓
に

こ
れ
を
詳
述
す
る
暇
が
な

い
が
、
そ
の
事
實
が
極
め
て
明
白
な
も

の
で

あ

つ
た
以
上
、

π

讐
此
庭
に
は
訴
訟

を
裁
定
し
新
法
を
創
造
し
た
る
、

殆
ど
立
法
的
権
能

を
有

し
禿
か
に
見
え

る



羅
馬
市
の
プ
ラ
イ
ト
ル
、
及
び
、
訴
訟
に
立
法
に
熟
意
を
以

つ
て
干
與
し
た
る
皇
帝

の
活
動
と
、
ポ

エ
ニ
戦
役
以
後

ユ
ス
・
ク
ヰ
リ
チ
ゥ

ム
に
卦
し

て
形
成

せ
ら
れ
た
普
遍
的
衡

平
的
な
る

ユ
ス

・
グ

ン
チ
ウ

ム
に
就
き
、
人
々
の
記
憶

を
喚
起
し
た
の
み
で
充
分
と
思
ふ
。

ビ
ザ

ン
チ

ニ
ス
ト
に
散
け
て
ゐ
る
も
の
は
、
遡
つ
て
十
二
表
法
以
降

の
、
羅
馬
法
の
進
化
に
対
す

る
吟
昧

で
あ
る

二
。
次
に
、
ビ
ザ

ン
チ

ニ
ス
ト
に
依
つ
て
唱
道
せ
ら
れ

る
、
所
謂

ゼ
ザ

ン
チ
ン
法
の
羅
馬
の
法
に
対
す

る
優
越
に

(
就

い
て
も
問
題
が
あ
る
。

抑
も

ユ
ス
チ

ニ
ア
「
ヌ
ス
法
典

の
内
容
が
、
帝

國
の
法
即
ち
羅
馬

の
法
で
あ

つ
て
、
縣

の
法
が

こ
れ

か
ら
除
外
せ

ら
れ
て
ゐ
た
事
は
、
夙
に

ミ
ッ
タ
イ
ス
氏
自
身
が
、
先
づ
第

一
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
所

で
は
な
か
つ
た
か
。

妓
に
於

い
て
、
所
謂
ピ
ザ

ン
チ

ニ
ス
ト
は
、
羅
馬
の
法
の
縣

の
法
に
対
す

る
優
越
を
否
定

せ
ん
爲
め
に
は
、
差
當

蚤
先
づ
そ
の
出
登
黙
を
、

ユ
ス
チ

ニ
ア
ー
ヌ
ス

法
典
以
外
に
求
む
る
を
余
儀

な
く
せ
ら
れ
た
。
斯
く
し
て
、
例

へ
ば

近
年
埃
及
砂
中
か
ら
登
見
せ
ら
れ
し
幾
多
の

パ
ピ
ル
ス
を
證
據

と
し
て
、
或

は
二

一
二
年
以
後
に
於

い
て
も
、
帝
國

の
領
土
殊
に
希
臓
文
化

の
普
及
し
て
ゐ
た
土
地
に
於

い
て
、
帝
國
の
法
と
は
封
踪
に
立
つ
縣
の
慣
習
が
、
尚
ほ
且

つ

生
き

て
ゐ
た
と
す
る
に
至

つ
た
の
で
あ
る
。

然
し
乍
ら
、
何
人
と
錐
も
、
果
し
て
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
 
A
n
t
o
n
i
n
i
a
n
a

の
公
布
あ
う
て
後
、
即
刻
、
縣
固
有

の
慣
習
が

第
一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(武
藤
)

(第
五
巻

第
二
號

二
九
)

二
九



第
一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(
武
藤
)

(第
五
巻

第
二
號

三
〇
)

三
〇

潰
滅
し
た
と
想
豫
し
得
る
で
あ
ら
う
か
。
叉
右

の
如
き
論
者
は
h
翻

つ
て
他
面
に
於

い
て
、
同
じ

バ
ピ
川
ス
に
就
き

最
近
埃
及
か
ら
二
種
懐

で
も
磯
見
せ
ら
れ
た
ガ

ー
イ
ゥ

ス
寓
本
を
、
如
何
や
う
に
考

へ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。
紀
元

第

二
世
紀
に
成

つ
た
古
典
的
な
ガ
蓄
ウ

ス
の
イ

ン
ス
チ
ツ
チ
オ
ー
ネ

ス
が
、
遙
か
に
下
つ
た
紀
元
第
五
六
世
紀
に
至

る
迄

で
も
、
帝
國
の
領
土
全
部
に
普
及
し
て
、
當
時
の
法
律
的
ヵ
テ
キ
ズ
ム
を
成
し
て
ゐ
た
事
は
、
筆
者
が
他

の
機

會

に
於

い
て
既
に
述
べ
た
所

で
あ
る
(註
四
)。

畢
二覚
、
羅
馬

の
法
が
終
始
飽
く
ま

で
も
帝
國

の
法
で
あ

つ
て
、
こ
れ
と
縣
の
法
と
は
、
謂

は
Ψ
根
幹
と
枝
葉
と
の

相
違
に
外
な
ら
ず
、

一
は
主
で
あ

つ
て
他
は
從
の
從
た
る
も

の
で
あ
る
。
從

つ
て
、
況
や
共
腱
に
、
後
者
の
前
者
に

対
す

る
優
越
な
ど
は
、
毫

も
こ
れ
を
主
張

し
得
る
理
由
を
見
出

し
得
な

い
の
で
あ
る
。

三
。

ゼ
ザ

ン
チ
ニ
ス
ト

に
拮
抗
す
る
他

の

一
派
は
、
遠
く
遡

つ
て
十

二
表
法
以
降

の
羅
馬
法
の
進
化
を
吟
味
し
、

(
結
局

ボ

ニ
エ
戦
役
以
後

の
社
會

の
新
情
勢
と
、
ア
ウ
グ
ス
ツ
ス
帝
以
降

の
i
u
s
 
n
o
v
u
mの
傳
統
と
が

、

ユ
ス
チ

ニ
ァ

ー
ヌ
ス
法
典

の
内
容
を
決
定
し
た
と
爲
す
の
で
あ

る
。
叫
ぶ
所

は
ユ
ス
チ

ニ
ア
ー
ヌ
ス

法
典

の
羅
馬
性

で
あ
る

ボ

ロ
ー
ニ
ャ
は

べ
ジ
ツ
ス
に
は
通
ぜ
ず

し
て
、
實

に
羅
馬
に
通
ず
と
爲
す
の
で
あ

る
。

(
註

一
)

勿
論
帝

に
こ
の
傾
向

が
あ

つ
た
事

は
否

め
な

い
。
C
f
r
.
 
S
C
H
R
A
D
E
R
,
 
I
u
s
t
i
n
i
a
n
i
 
I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
e
s
 
(
1
8
3
2
)
 
3
5
7
 
(
n
o
t
a
 
a
d
 
I
I
.
 
2
0
)
 
:

Т
e
d
 
T
r
i
b
o
n
i
a
n
u
m
,
 
q
u
o
 
m
a
g
i
s
 
I
u
s
t
i
n
i
a
n
u
m
 
s
u
u
m
 
e
x
t
o
l
l
a
t
,
 
a
n
t
e
r
i
o
r
u
m
 
p
r
i
n
c
i
p
u
m
 
m
e
r
i
t
a
 
h
a
u
d
 
r
a
r
o
 
i
p
s
i
 
t
r
i
b
u
e
r
e
,
 
n
o
t
a



r
e
s
 
 
e
s
t

然
し
軍
に

こ
の
事
實

の
み
を
以

つ
て
、
帝

が
、
謂

ふ
所

の
ビ
ザ

ン
チ

ン
淵

源
を
そ
の
法
典
中

に
言
明
し
な
か

つ
た
、
全
部
的
理
由
と
爲

す
事
は
不
可
能
で
あ
る
。

(
註
二
)

こ
れ
が
嘗

て
の
プ

リ
ン
グ

ス
ハ
イ
ム
教
授

の
論
稿

の
標
題

で
あ

つ
た
事
は
言
ふ
迄

で
も
な

い
。
P
R
I
N
G
S
H
E
I
M
,
 
B
e
r
y
t
 
a
n
d
 
B
o
l
o
g
n
a

i
n
Ё
e
s
t
s
c
h
r
.
 
f
.
 
O
t
t
o
 
L
e
n
e
l
�
 
(
1
9
2
1
)
 
2
0
4
 
f
f
.

本
稿

の
績
論
は
、
そ
の
後
今
日

に
至

る
迄
で

、
未
だ
に
試

み
ら

れ
て
ゐ
な

い
。

(
但
し
私
は
、

こ
れ
を
以

つ
て
、
寧

ろ
教
授

の
賢

明
さ
が

然
ら
し
め
し
所

で
あ

る
と
思
ふ
)
。

(
註

三
)
P
E
R
O
Z
Z
I
,
 
I
s
t
i
t
u
z
.
 
d
i
 
D
i
r
.
 
R
o
m
.
 
1
 
(
1
9
2
8
)
 
3
8
.

・

(
註
四
)

鄙
稿

、
ア

レ
キ
サ

ン
ド
リ
ア

・
ガ
書
イ
ウ

ス
噺
片

(
P
S
I
.
 
N
o
.
 
1
1
8
2

)
の
発
見

「
國

家
學
會
雑
誌
」
四
八

(
昭
和
九
二

五
三
ニ
ー

一
五
三

五
。

(附

記
)

所

詮
私
は
、
所
謂

ビ
ザ

ン
チ

ン
法
の
研
究
を
以

っ
て
、
全
然
無
価
値

な
も

の
で
あ
る
と
は
爲

さ
な

い
が
、
決
し
て
羅
馬
法
研
究

の
根
幹
を

成

す
も
の
で
あ

る
と
は
思
は
な

い
。

今

日
埃

及
砂
漠
か
ら
日

々
登
見
せ
ら
る
エ
パ
ピ

ル
ス
は
、
上
は
ア

レ
キ
サ

ン
ド
リ

ア
時
代
か
ら
下
は
ア
ラ
ビ
ア
時
代

の
も
の
に
及
び
、

そ
の
数

の
實

に
魑

し

い
も

の
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
固
よ
り
此
等

の
も
の
は
通
常
、
極

め
て
零
砕

な
る
覚
書

、
計
算
書
、
書
翰
等

の
噺
片

の
類
で

は
あ

る

が
、
此
等
を
綜

合
し

て
研
究
す
れ
ば
、
又
自
ら
社
會

史
上
の
護
見

の
將
來

せ
ら
る
Σ
場
合

が
少
く
は
な

い
で
あ
ら
う
。
從

っ
て
學
界

に
於
け

る
パ
ピ

ロ
ロ
ジ
ー
の
重
要
性
も
、
將
來
に
於

い
て
は
兎
も
角
現
在

の
虚

、
未
だ
今
日

の

エ
ピ
グ
ラ
フ
ィ

ー
な
ど
製
は
勿
論
同
日
の
談
で
あ
る
と
は
言

へ
な

い
の
で
あ

る
。
然
し
乍
ら
稽
々
纒

っ
た
法
律
的
内
容
を
含

む
パ
ピ

ル

ス
に
至

っ
て
は
、
そ
の
発
見

の
極

め
て
蓼
々
た
る
も
の
な

る
を
記
憶

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
昨
年
ガ
ー
イ
ゥ

ス
噺

片
を
世
に
邊

っ
た
、

「
異
常

な
る
熱

心
と
驚
く

べ
き
迅
速

さ
と
を

以

っ
て
、

パ
ピ

ル
ス
の
護

見
解
讃

及
び

列
行

に
力

め
て
ゐ

る
伊
太
利

學
者
」

と
錐

も
、
今
年
に
於

い
て
は
、
縫
か

に
今
春

三
月
畿
見

の
C
a
l
l
i
m
a
c
h
o
s

の
詩
を
刊
行
し
た
に
過
ぎ
な

い

の
で
あ

る
。

(
D
i
e
g
e
s
e
i
s
 
d
i
 
P
o
e
m
i
 
d
i
 
C
a
l
l
i
m
a
c
o
 
i
n
 
u
n
 
p
a
p
i
r
o
 
d
i
 
T
e
b
t
y
n
i
s
.
 
A
 
c
u
r
a
 
d
i
 
M
e
d
e
a
 
N
O
R
S
A
 
e
 
G
i
r
o
l
a
m
o

第

一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(
武
藤
)

(
第
五
巻

第

二
號

三

一
)

三

一



第

一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(
武
藤
)

(
第
五
巷

第

二
號

三
二
)

三
二

V
I
T
E
L
L
I
.
 
1
9
3
4

)

因
み
に
附
記
す
。
欧
洲
に
於
い
て
は
、
大
學
,教
宜
搬
房
、試
磯
だ
於
い
て
の
み
な
ら
ず
、
博
物
館
員
、
圖
書
館
員
、
古
丈
書
館
員
等
の
探
用
試
験

の
如
き
に
於
い
て
も
、
羅
馬
法
に
關
す
る
論
丈
を
、
必
須
的
或
は
選
鐸
的
に
提
出
せ
し
め
る
例
が
多
い
。
而
し
て
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
ー
チ
オ
と
か
パ

ピ
ル
ス
と
か
の
研
究
は
、
特
に
新
奇
を
好
む
少
肚
學
徒
に
対
し
て
は
多
分
に
魅
力
あ
る
事
と
、
受
験
生
に
と
つ
て
は
容
易
に
纒
め
得
ら
れ
る
幾
多

の
小
問
題
の
其
虚
に
見
出
し
得
ら
る
」
事
と
に
依
り
、
秀
々
此
等
に
關
す
る
業
績
の
現
は
る
、
、
年
に
幾
干
な
る
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

散
に
此
等
の
間
に
は
、
學
問
的
に
価
値
な
き
も
の
や
、
受
験
の
爲
め
に
提
出
せ
ら
れ
て
而
も
落
選
と
な
り
た
る
も
の
が
、
相
當
多
数
に
介
在
し
て

ゐ
る
事
を
承
知
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
群
書
の
博
覧
、
雑
稿
の
渉
猟
は
さ
る
事
な
が
ら
、
不
見
識
な
る
紹
介
、
無
批
剣
な
る
引
用
は
、

却
つ
て
…滑
稽
の
至
り
で
あ
る
、。

上
述

の
如

く

、
朝
近

の
羅

馬
法
學

は
前
世

紀
末

に
転
換

期
を
劃

し
て
全
く

そ

の
面

目
を

一
鍵

し
、
茲

に
全
然
新

た

な
世

界
を
創

造

す

る
に

至

つ
た

の
で
あ

る
が

、
本

大
會

第

二
部

は
、
畢

覧

こ

の
羅
馬

法
學

の
、
「
新

世
界

交
響

曲
」
を

奏

す

る
も

の
に
外

な
ら

ず

、
活
氣

横
盗

せ

る
學

界

の
現
況

を
、
如
實

に

示

し
て
飴
顧
が

無

か

つ

た
。

先

づ
R
i
c
c
o
b
o
n
o氏

の
、
意

思

の
ド

グ

マ
と
後

期
古
典

時

代
に
於

け

る
實

際
裁

鋼

と

に
關

す

る
報
告

は
、

ピ
ザ

ン
チ

ニ
ス

ト
を
批
判

し
、
現

下

の
研
究

方

法
に
対
す

る
反
省

と
吟
味

と
を
促

し
た

も

の
で
あ

つ
て
、

こ
れ

は
、
言
語

學
者

た

る
F
u
n
a
i
o
l
i氏
が

、

十

二
表
法

を
扱

ひ
つ

＼
、

イ

ン
テ
ル
ボ
ラ

ー
チ
ォ
研

究

が

如
何

に
デ
リ
ケ
ー
ト

な

も

の
で
あ

る

か
を
示

さ
れ

た
事

と
共

に
、
新
奇

を
追

ふ
少
肚

學
徒

に
対
す

る
箴

言
を
爲

す

も

の
で

あ

つ
た
。
羅

馬
法

の

進
化

過

程
に
於

け

る
希
臓

文
化

の
影

響

に
就
き

、
S
t
r
o
u
x並

び
に
R
i
c
c
o
b
o
n
o
爾
氏

の
見
解

と

、
S
e
n
n
,
 
K
i
i
b
l
e
r



雨
氏

の
見
解

と
が
相
反
し
て
ゐ
た
事
は
、
相
互
に
持
す
る
相
異

る
立
瘍

の
當
然

の
蹄
結

で
あ
る
。
W
e
n
g
e
r
,
 
R
a
b
e
l
,

T
a
u
b
e
n
s
c
h
l
a
g

(
註
一
)
W
e
i
s
s
,
 
 
S
c
h
o
n
b
a
u
e
r
,
 
S
a
n
 
N
i
c
o
l
a

氏
等
は
、
各
々
持
説
を
強
張
す

る
所
が
あ
つ
た
。
巴
里

大
學

で
の
同
僚
で
あ
り
、
論
敵
で
も
あ
る

臼
津
「鼻

∩
。
罠
旨
9

爾
氏
が
、
共
に
病
氣

不
墾

で
、
從

つ
て
、
吾
人
の
記

憶
に
も
未
だ
新
た
な
る
、
嘗
て
の

一
九
三
〇
年

の
ビ
ザ

ン
チ

ン
學
會
に
於
け
る
が
如
き
雨
氏
の
花

々
し

い

一
騎
打
が

途
に
本
大
會
に
於

い
て
は
演
ぜ
ら
れ
ず
し
て
終

つ
た
の
は
、

遺
憾

の
極
み
で
あ
つ
た

(註
二
)
。
然

し
爾
氏
共
に
、

S
u
n
t
o

を
豫
め
大
會
宛
迭
附
し
來
ら
れ
た
の
で
、
吾
人
は
此
等
に
依

つ
て
、
そ
の
螢
表
せ
ら

る
可
か
め
し
報
告

の

大
綱
だ
け
は
知

わ
得

た
に
反
し
、
常
に

コ
リ
ネ
教
授
に
左
祖
せ
ら
る
＼
D
e
 
F
r
a
n
c
i
s
c
i

氏
が
、
最
後
ま
で
大
會
に

萎
を
見
せ
ら
れ
な
か
つ
た
の
は
淋
し
か
つ
た
(註
三
)。
然
し
近
信
に
依
れ
ば
、
愈

々
先
生

の
羅
馬
法
律
史
の
績
巻

の
刊

行
近
き
に
在

わ
と
云
ふ
。
さ
す
れ
ば
此
の
績
巻
は
、
そ
の
内
容
と
し
て
當
然
取
扱
は
る
べ
き
時
代
か
ら
推
し
て
も
、

優
に
本
大
會
席
上
に
於
け
る
報
告
の
鋏
如
を
補
つ
て
絵
う
あ
る
も
の
が
あ
ら
う
。
私
は
鼓
に
、
國
璽
尚
書

の
要
職
に

在

う
つ
＼
、
尚
ほ

且
つ
學
問
に
精
進
せ
ら

る
＼
先
生

の
健
康
を
所

つ
て
止
懐
な

い
次
第

で
あ
る
(註
四
)。

さ
う
乍
ら
私
と
し
て
は
、
現
代
に
於
け
る
法
律

パ
ピ
ル
ス
學

の
驕
將
で
あ
る
ウ

ェ
ン
グ

ル
総
長
が
、
そ
の
報
告
中

に
於

い
て
、

ユ
ス
チ
ニ
ア
ー
ヌ
ス

以
前

の
訴
訟
法
に
於
け
る
、
諸
法
律
騰
系

の
進
化
と
融
合
と
を
認

め
、
叉
帝
國
の

法
に
対
す

る
希
臓
-
東
方
法
の
影
響
を
最
も
熟
心
に
説
く
サ

ン
・
ニ
コ
ロ
総
長
が
、
第
四
五
世
紀
の
ビ
ザ

ン
チ

ン
學

第
一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(武
藤
)

(
第
五
巻

第
二
號

三
三
y

三
三



第
一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(
武
藤
)

(第
五
巷

第
二
號

三
四
)

三
四

校
に
於
け
る
法

の
再
精
錬
を
否
定
し
て
、

こ
の
學
校

の
研
究

の
傳
統
に
法
律
學
が
含
ま
れ
ず
、
寧
ろ
專
ら
哲
學
と
紳

學
と
の
研
究
が
行
は
れ
た
旨

を

一
言
せ
ら
れ
た
所
に
、
興
味
の
油
然
と
し
て
湧
く
を
禁
じ
得
な

い
も
の
が
存
す
る
の

で
あ

る
。

更
に
叉
、

一
般
的
に
見

て
著
し
く
目
立

つ
た
事
は
、
從
來
帝
政
後
期
に
於
け
る
ゼ
ザ

ン
チ
ン
法
の
羅
馬

の
法
に
封

す
る
優
勝
を
論
じ

て
ゐ
た
人
々
の

一
部
に
、
漸
次
持
説
の
緩

和
乃
至
改
説
が
行
は
れ
て
、
途
に
、
軍
に
帝
政
後
期
に

於
け
る
ゼ
ザ

ン
チ

ン
法
の
羅
馬

の
法
に
與

へ
し
影
響

の
み
を
、
專
ら
論
ず
る
人
を
出
す
に
至

つ
て
ゐ
る

一
事

で
あ
る

ビ
ザ

ン
チ

ニ
ス
ト
の
大
退
却

で
あ
る
。

席

上
に
於

い
て
は
、
尚

ほ
N
a
l
l
i
n
o
,
 
C
a
r
u
s
i

爾
氏

の
対
立

が
演
ぜ
ら
れ
た
。
然
し
此
の
雨
者

の
論
孚

は
今
日
に

始
ま

つ
た
事

で
は
な
く

、
學
界
に
於

い
て
は
既
に
到
定
濟
み
の
事

で
あ
う
、
後
者
が
幾
度
ぴ
立
た
う
と
も
、
蟷
螂
車

轍
に
當
る
の
戚
は
、
愈

々
深
め
ら
れ
行
く

の
み
で
あ
る
。

満
堂

の
親
難
を
集

め
た
も

の
に
、

ア
ラ
ン
ヂ
オ

ー
ル
イ
ツ
教
授
の
、
新

に
埃
及
に
於

い
て
磯
見

せ
ら
れ
た
ガ

罫
イ

ゥ

ス
断
片

に
關
す
る
報
告
が
あ

つ
た
。
教
授
自
身
の
來
會
不
能

の
爲

め
、
自
ら
執
筆
し
て
大
會
宛
急
迭
し
來
ら
れ
た

も

の
で
あ

つ
て
、

ア
ル
ベ
ル
タ
ー
リ
ォ
教
授

が
、
會
瘍
に
於

い
て
こ
れ
を
朗
讃
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ア
ラ

ン
ヂ

オ
ー
ル
イ
ツ
教
授

の
報
告
は
、
甚
だ
簡
単

な
も
の
で
あ

つ
た
が
、
こ
れ
に
依

つ
て
、
新

メ
ピ

ル
ス
の
含



む
從
來
未
知

の
ガ

ー
イ
ゥ
ス

・
テ
キ
ス
ト
が
、

メ
ピ
ル
ス
螢
見

の
過
程
、
そ
の
形
状
、

テ
キ
ス
ト
解
讃

の
次
第
と
共

に
、
初

め
て
公
表
せ
ら
れ
た
。

一
同
は
敷
聲
を
揚
げ
、
狂
喜
し
て
こ
れ
を
迎

へ
禿
事

で
あ

つ
π
。

　

而
し
て
ア
ラ
ン
ヂ

オ
ー
ル
イ
ッ
教
授
は
、
右
報
告

の
最
後
に

一
つ
の
批
判

を
加

へ
て
、

一
從
來
ヴ
ェ

ロ
ナ
寓
本
中

く

の
語
句
に
就

い
て
想
定

せ
ら
れ
て
ゐ
π
グ

ロ
ッ

セ
寧
の
中
に
は
、
新
ガ
ー
イ
ウ
ス

と
の
対
比

に
依
う
、
そ
の
事
實
上

　

の
不
存
在
が
立
證

せ
ら
れ
禿
も
の
甚
だ
多

し
と
断
じ
、
二
他
面
に
於

い
て
、
両
者

間

の
彩
し
き

ヴ
ァ
リ
ァ

ン
テ
蓄
ス

く

は
、
更
に
廣
汎
な

る
範
囲

に
亘

る
ガ

蓄
イ
ゥ

ス
・
テ
キ
ス
ト
の
憂
改
を
主
張

し
得
る
根
披
と
な
る
も

の
で
あ
る
と
爲

さ
れ
た
の
で
あ

つ
完
。
ヴ
ェ

ロ
ナ
爲
本
中

の
グ

ロ
ッ
セ
ミ
を
種
々
に
想
定

し
た
人
は
、
現
に
本
大
會
に
も
少
か
ら
ず

出
席
し
て
ゐ
た
事
を
記
憶

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
沈
黙
は
果
し
て
破
ら
れ
、
賛
否

の
聲
は
俄

か
に
瘍

の
各
隅
に
起

つ
た
。

然

る
に
本
報
告
の
朗
讃
者
π
り
し
ア
ル
ペ
ル
タ
ー
リ
オ
教
授
は
、
直
ち
に
こ
の
點

を
捉

へ
て
、
朗
讃

後
に
氏
自
身

の
俊
敏
な
る
見
解
を
開
陳
し
、
新

ガ

F
イ
ウ

ス
と
ヴ
ェ

ロ
ナ

・
ガ

ー
イ
ゥ

ス
と
の
間
に
は
固
よ
う

ヅ
ァ
リ
ア
ン
テ
ー

ス
が
存
す
る
が

、
他
面
、
爾
爲
本
に
共
垣
な

る
語
句
と
錐
も
、
全
然

グ

ロ
ッ
セ

ミ
を
含
設
ず
と
は
断
言
し
難
し
と
主

張
し
て
、
報
告
者
に
酬
ゐ
ら

る
＼
所
が
あ

つ
π
。
即
ち
氏
は
、
縦
令
雨
爲
本
が

、
寓
本
と
し
て
は
相
互

に
無
関
係

な

も

の
で
あ

る
と
は
言

へ
、
共
に
比
較
的
逞
き
時
代

(
第
五
六
世
紀

)
の
作
製
に
係
る
も

の
で
あ
る
以
上
、
爾
寓
本
に

第
一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(武
藤
)

(第
五
巻

第
二
號

三
五
)

三
五

b



第
】
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(武
藤
)

(第
五
巻

第
二
號

三
山ハ
)

三
山ハ

共
通
な
る
全
く
同

一
の
語
句
と
錐
も
、
遡

つ
て
そ
れ
ら

の
原
本

(
a
r
c
h
e
t
i
p
o

)
中
に
既
に
挿
入
せ
ら
れ
を
う
た
る
グ

ロ
ッ
セ
ミ
に
由
來
せ
る
を
否
定
し
得
ず
と
説
明
し
、

一
韓
し
て
、
夙
に
グ

ロ
ッ
セ
マ
の
存
在
が
豫
想
せ
ら
れ
て
は
ゐ

た
が

(註
五
)、

報
告
者
に
依

つ
て
は

何
等
指
摘

せ
ら
れ

る

所

の
無
か
つ
た
ヴ
ェ

ロ
ナ
寓
本

中

の
S
e
d
 
h
a
e
c

q
u
o
q
u
e
s
o
c
i
e
t
a
s
 
'
 
r
e
l
l
.
,
,

の
句
に
言
及
し
、
こ

の
句

は
、
新
寓
本
の
S
e
d
 
 
e
a
 
q
 
u
 
i
 
d
 
e
 
m
 
s
o
c
i
e
t
a
s
 
r
e
l
l

と

の
比
較
に
依
卦
、
ヴ
ェ
ロ
ナ
・
ガ
ー
イ
ウ
ス
が
c
o
n
s
o
r
t
u
i
u
m
 
f
a
m
i
l
i
a
r
e

を
省
略
せ
ん
が
爲

め
に
、
故
意
に
(
^̂<
o
冨
け曽

m
e
n
t
e

原
文
を
鍵
改
し
、
廣
汎
な
る
イ

ン
テ
ル
ボ
ラ
ー

チ
ォ
(
<
v
a
s
t
a
 
i
n
t
e
r
p
o
l
a
z
i
o
n
e
 
p
e
r
 
o
m
i
s
s
i
o
n
e

を
施

し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
立
證

す
る
に
足
る
と
な
さ
れ
た
の
で
あ

つ
た
(註
六
)。

新
ガ
ー

イ
ゥ

ス
が
取
扱

は
れ
た
間
、
瘍
内
は
頗
る
緊
張
し
、
報
告
討
論
の

一
語
は

一
語
毎
に
、
随
所
に
坤
吟
讃
嘆

反
掻

の
聲
を
呼
び
、
筆
者

の
未
だ
に
忘
る

＼
能

は
ざ
る
、
息
詰
懐
ら
ん
ば
か
め
の
光
景
を
現
出
し
た
の
で
あ

つ
た
。

尚
ほ

ア
ル
ベ
ル
タ
ー

リ
オ
教
授
は
、
別
に
、
ガ

ー
イ
ウ
ス
の

エ
ピ
ト
メ
ー
に
就
き
、
内
容
上
よ
う
叉
形
式
上

よ
ウ

テ
キ
ス
ト
を
吟
味
し
つ
㌧
、
そ
の
性
質
に
關
し
て
重
要
な

る
報
告
を
爲

さ
れ
、
將
來
の
批
判
的
研
究
を
約
束
せ
ら
れ

る
所
が
あ

つ
た
。
我
々
は
鶴
首
し
て
そ
の
公
表
を
待

つ
事
と
し
た

い
9

(註
一
)

注
目
す
べ
き
報
告
で
あ
る
T
A
U
B
E
N
S
C
t
i
L
A
G
,
 
D
e
r
 
E
i
n
f
l
u
s
s
 
d
e
r
 
P
r
o
v
i
n
z
i
a
l
r
e
c
h
t
e
 
a
u
f
 
d
a
s
 
r
O
m
.
 
P
r
i
v
a
t
r
e
c
h
t

は
去
る
十

月
公
刊
せ
ら
れ
た



(
註

)

教

授

は

、

そ

の
後

も

、

氏

の

の
績
刊

に
努
力
せ
ら
れ
、
既
に
そ
の
第
四
巻

の
公
刊

を
絡

り
、
目
下

そ
の
第

三
巻

の
上

梓

準
備

中
で
、
第

五
巻

は
刊
行
近

き
に
在

り
と
言
ふ
。
伺

ほ

教

授
は
、

年
來

の

コ
リ
ネ
教
授

の
協
力

を
畔

し
て
、

一
九
三
二
年
十

一
月
、

か

の

中

の

第

一
巻

を
軍
獅
で
出
だ
さ
れ
た
が
、
本

昭
和
九
年
に
入

っ
て
は
、
そ
の
第

二
巻

(
一
月
公
刊

)
と
第

一
巻
第

二
版

(
六
月

公
刊

)
と
を
吾
人

の
待
望
裡

に
公
刊

せ
ら
れ
た
。
「
プ

レ
シ
」
は
、
今
や
從
來

の
鶴
的
存
在

を
棄

て
蕊
、

一
貫

し
た
主
張

の
下
に
説
か
れ

る
事

と
な

つ
た

の
で

あ
る
。
稿

を
改

め
て
讃
後
感

を
綴
り
た

い
。

(
註
三
)

先
生
が
本

大
會

に
萎
を
見

せ
ら
れ
た
の
は
、
第

二
部

の
開
會
式

の
み
で
あ

つ
た
。
.
然
し
、
そ

の
本
大
會

に
対
す

る
關
心
は

に
逡
憾

な
く

示
さ
れ

て
ゐ

る
。

(
註
四

)

今
夏
七
月

及
び
八
月

、
既
刊

二
巻

の
重
版
を
見

て
ゐ
る
が
、
本

書
第

一
巻
に
対
し

て
は
、
既
に

一
九
=
二

年
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ

賞
が
授
け

ら
れ

て
ゐ

る
。
而
し

て
今
後

と
も
先
生
が
、
當
初

か
ら

の
プ

ラ

ン
を
追

っ
て
、
ボ

ン
フ
ァ

ン
テ
教
授

の
羅
馬
法
律

史
を
租
蓮

せ
ら

る
、
と

せ
ぱ

、

今
次

の
績
巻

に
於

い
て
は
、
當

然
サ
ル
ト

・
モ
ル
タ
ー

レ
を
爲
し

て
、
ビ
ザ

ン
チ

ン
法

の
叙
述
に
突
入
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
わ
け
で
あ

る

(
註

五
)

(
註
六

)

新

ガ
ー
イ
ウ

ス
に
就

い
て
は
、
紬

べ
て
、
鄙
稿

、
ア

レ
キ
サ

ン
ド
リ
ア

・
ガ

ー
イ
ウ

ス
断

片

の
登
見

、
「
國
家
學
會
難

誌
」
四
八
(
昭
和

九
)

一
五

一
二
以
下
参

照
。
伺
ほ
ア
ラ

ン
ヂ
オ
ー

ル
イ
ッ
教

授

の
新
ガ
ー
イ
ウ

ス
に
対
す

る
批
評
中
、
右
本
文

に
H
と

し
て
記

し
た
部
分

に
対
す

る
卑

見

は
右
論
稿

一
五

二
八
頁

に
、
同

じ
く
口

と
し

て
記
し
た
部
分

に
対
す

る
所
見
は
、
ア

ル
ベ

ル
タ
ー
リ

ォ
教

授

の
所

説
及
び

こ
れ

に
対
す

る
卑
見

第

一
回
國
際
羅

馬
法
學
會

(
武
藤
)

(
第
五
巻

第

二
號

三
七
)

'
三
七

C
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第

一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(
武
藤
)

(
第
五
巷

第
二
號

三
八
)

三
八

と
共
に

一
五
三
七
頁
以
下
に
述

べ
る
所

が
あ

つ
た
。

因

み
に
、
新
ガ
ー
イ
ウ

ス
関
係

の
其

の
後

の
丈
献
と
し

て
は
、
O
V
E
N
,
 
 
D
e
 
N
i
e
u
w
e
 
G
a
i
u
s
-
V
o
n
d
s
t
 
i
n
 
4
,
T
,
 
R
.
 
G
.
,
,
 
1
3
 
(
1
9
3
4
)2

4
8
;
 
Z
O
C
C
O
-
R
O
S
S
A
,
 
L
e
 
l
a
c
u
n
e
 
d
e
l
l
e
 
�
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
e
s
�
 
d
i
 
G
a
i
o
 
n
e
l
 
C
o
d
i
c
e
 
V
e
r
o
n
e
s
e
 
(
1
9
3
4
)

が
あ
る
。

×

×

×

掬
も
本
大
會

の
開
催
は
、
昭
和
七
年
春
以
來
計
書

せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ

つ
た
が

、
事
實
上
そ

の
招
請
状
が
登

せ

ら
れ
る
蓮
び
に
至

っ
た
の
は
、
秋
十

一
月
に
入
つ
て
の
事

で
あ

つ
た
。
從

つ
て
、
主
催
者
側
が
希
望
し
て
ゐ
た
報
告

の
種
類

は
、
招
請
状
中
に
示
さ
れ
て
ゐ
た
が
や
う
に
、
現
在

の
羅
馬
法
研
究
に
關
す
る
殆
ど
総
べ
て
の
項
目
を
網
羅

し
て
ゐ
る
も
の
で
あ

つ
た
に
も
拘
ら
ず
、
開
會
迄
で
に
残
さ
れ
た
僅
に
半
歳

の
時
間
は
準
備
期
間
と
し
て
稽
々
不
足

の
域
が
あ
う
、
途
に
何
人
に
依
つ
て
も
取
扱
は
れ
な
か
つ
た
若
干

の
項
目
が
残
さ
れ

た
の
は
遺
憾

で
あ
つ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
本
會
が
東
西
二
十
箇
國
百
五
十
名

の
出
席
者
を
迎

へ
、
斯
界
の
槽
威
と
目
せ
ら
る
＼
人
は
殆
ど

悉
く
こ
れ
を
含
み
、
且
つ
そ

の
出
席
者
の
大
部
分
が
、
眞
摯
に
研
究
報
告
を
磯
表
し
討
議
に
加
は
つ
た
事
は
、
羅
馬

法
學
界
と
し
て
は
前
代
未
問

の
偉
観

で
あ
う
、
デ
ィ
グ

ス
タ
公
示
千
四
百
年
紀
念
の
本
大
會
開
催

の
目
的
は
十
二
分

に
達

せ
ら
れ
、
大
成
功
を
牧

め
た
も
の
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。
勿
論
出
席
者
は
あ
ら
ゆ

る
傾
向
を



代
表
し
た
人
々
で
あ

つ
た
。
從

つ
て
そ
の
間
に
於

い
て
、

一
致
し
た
結
論

の
容
易
に
見
出
さ
れ
な
か
つ
た
事
も
亦
た

止
む
を
得
な

い
所

で
あ

つ
た
。
然

し
乍
ら
、
斯
學
同
好
の
士
が
膝
を
交

へ
て
會
談
す
る
中
に
は
、
亦

た
自
ら
相
互
に

啓
登
を
受
け
、
よ
う
良
く
相
互
の
見
解
を
了
解
し
合

つ
た
例
が
勘
く
は
無

か
つ
た
の
で
あ

る
。
出
席
者

一
同
は
、
今

更
乍
ら

之
の
種
の
會
合

の
開
催

の
必
要
を
痛
威
し
、
閉
會

の
式
僻
を
述
べ
た

エ
ル
コ
レ

卑
8
ド

伊
太
利
文
相

の
騨

尾
に
附

し
て
、
本
會

を
第

一
回
の
國
際
羅
馬
法
學
會
と
名
付
け
、
こ
れ
に
績
く
第
二
回
大
會

の
、
成

る
べ
く
近
き
將

來
に
催
さ
れ
ん
事
を
希
望
し
て
止
綾
な

い
次
第
で
あ

つ
た
。

三F
a
l
l
o
r
,
 
a
n
 
h
i
 
 
f
i
e
n
t
 
i
n
g
e
n
t
i
a
 
m
o
e
n
i
a
 
c
o
l
l
e
s
,
 
J
u
r
a
q
u
e
 
a
b
 
h
a
c
 
t
e
r
r
a
 
c
e
t
e
r
a
 
t
e
r
r
a
 
p
e
t
e
t
 
?
 
O
v
i
d

F
a
s
t
i
 
v
.
 
5
1
5
-
1
6
.

幸
に
も
私

は
、

前
古
未
曾
有

の
大
規
模
な
、
今
次
の
羅
馬
法
學
會
に
出
席
す
る
の
機
を
得
、

今
更
な
が
ら
羅
馬

法
の
世
界
的
使
命
と
、
最
近
に
於
け
る
驚
嘆
す
べ
き
斯
學

の
進
歩

の
跡
と
を
、
目

の
あ
た
う
看
取
す
る
事
が
出
來
た

時
恰
も
、

一
部
に
於

い
て
は
、
血
液
の
浮
化
と
共
に
所
謂
法
律
の
浄
化
が
企

て
ら
れ
、
從
來
自
國
法
が
深
刻
な

る
大

影
響

を
蒙

う
を
う
し
羅
馬
法
に

野
す
る
批
判
挑
戦
乃
至
排
撃
が

、

遽
か
に
喧
し
く
叫
ば
れ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
「
一
切

第
一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(武
藤
)

(
第
五
巻

第
二
號

三
九
)

三
九



第
一
回
國
際
羅
馬
法
學
會

(武
藤
)

(第
五
巻

第
二
號

四
〇
)

四
〇

の
理
論
は
次

い
ろ
で
、
緑
な
の
は
黄
金
な
す
生
活

の
木
で
あ
る
」
と
か
。

こ
の
ま

＼
事
態
推
移
せ
ば
、
勢

の
赴
く
と

こ
ろ
、
羅
馬
法
が
如
何

に
歪
曲
せ
ら
れ
ん
や
も
保
し
難

い
。
我

々
と
し
て
は
、
今
次

の
大
會
に
得
た
る
大
牧
穫
に
擦

つ
て
、
詳

さ
に
此
等

を
吟
味
す
る
の
必
要
が
あ
ら
う
。
蓋
し
、
自
國
法
思
想
な
壷
と
誇
稽
せ
ら
れ
る
所
の
も
の
が
、

實
は
羅
馬
法
よ
う
の
繊
受
思
想
で
あ
る
事
は
、
吾
人
が
往

々
に

し
て
見
受
け
し
所

で
あ

る
の
み
な
ら
ず
、
近
く

は
本

年
五
月
二
十
四
日
、

ア
イ
ケ
・
フ
ォ
ン
・
レ
プ
ゴ
ウ
E
i
k
e
 
v
o
n
 
R
e
p
g
o
w

永
逝

七
百
年
紀
念
祭
に
際
し
、
獨
逸

フ
ラ

ン
ク
法
相
に
依

つ
て
、
「
正
に
ナ
チ
法
曹

の
見
習
ふ
べ
き
模
範

で
あ

る
」
と
迄
で
絶
叫
せ
ら
れ

た
、
ザ
ク

セ
ン

.
シ

"

ピ
ー
ゲ

ル
S
a
c
h
s
e
n
s
p
i
e
g
e
l

の
編
纂
自
膿
に
就

い
て
さ

へ
も
、
其
処

に
は
内
容
的
に
、
外
的
影
響
殊
に
伊
太
利

カ
ノ

ニ
ス
ト
の
影
響
が
、
多
分
に
及
ぼ
さ
れ
て
ゐ
る
と
の
有
力
な
る
説
す
ら
あ
る
の
で
は
な

い
か
(註
一
)
。
更
に
叉
、
世
に

は
、
今
日
の
羅
馬
法
學
を
知
ら
ず
し
て
、
甚
だ
滑
稽
に
も
、
前
世
紀
に
所
謂

「
グ

ル
マ
ニ

ス
テ
ン
」
の
羅
馬
法
排
撃

論
に
、
今
尚
ほ

乗

つ
て
ゐ
る
論
者
さ

へ
存
す
る
の
で
あ
る
(註
二
)。

(
註

一
)
C
f
r
.
 
K
a
r
l
 
Z
E
U
M
E
R
,
 
D
i
e
 
S
h
c
h
s
i
s
c
h
e
 
W
e
l
t
c
h
r
o
n
i
k
,
 
e
i
n
 
W
e
r
k
 
E
i
k
e
s
 
v
o
n
 
R
e
p
g
o
w
 
i
n
 
Ё
e
s
t
s
c
h
r
.
 
H
.
 
B
r
u
n
n
e
r
�
 
(
1
9
1
0
)

)

1
3
4
-
7
4
,
 
8
3
9
-
4
2
;
 
D
o
,
 
U
b
e
r
 
d
e
n
 
v
e
r
l
o
r
e
u
e
n
 
l
a
t
e
i
n
i
s
c
h
e
n
 
U
r
t
e
x
t
 
d
e
s
 
S
a
c
h
s
e
n
s
p
i
e
g
e
l
s
 
i
n
 
Ё
e
s
t
s
c
h
r
.
 
O
.
 
G
i
e
r
k
e
�
 
(
1
9
1
1
)
 
4
5
5
-
7
4
.

(
註

二
)
C
f
r
.
 
M
U
T
O
,
 
D
i
r
i
t
t
o
 
R
o
m
a
n
o
 
e
 
D
i
r
i
t
t
o
 
g
i
a
p
p
o
n
e
s
e
 
(
C
h
e
 
s
a
i
l
 
p
u
b
b
l
i
c
a
t
a
 
f
r
a
 
p
o
c
o
)
 
i
n
 
f
i
n
e
.

(
昭

和

九

年

十

二

月

三

十

日

了

)


